
国
民
参
与
裁
判
制
度
施
行
三
年
の
評
価
と
展
望

趙

均

錫

Ⅰ

序
言

Ⅱ

国
民
参
与
裁
判
事
件

Ⅲ

国
民
参
与
裁
判
の
実
施
手
続

Ⅳ

評
議
・
評
決
及
び
判
決
宣
告

Ⅴ

上
訴
手
続

Ⅵ

今
後
の
展
望Ⅰ

序
言

二
〇
〇
七
年
四
月
三
〇
日
︑﹁
国
民
の
刑
事
裁
判
参
与
に
関
す
る
法
律
﹂
︵
以
下
︑﹁
国
民
参
与
裁
判
法
﹂
又
は
﹁
法
﹂
と
略
称
す
る
︶

が
国
会
を
通
過
し
︑
二
〇
〇
七
年
六
月
一
日
に
公
布
さ
れ
︑
二
〇
〇
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
韓
国
司
法

史
上
初
の
︑
一
般
国
民
が
刑
事
裁
判
に
陪
審
員
と
し
て
参
加
す
る
国
民
参
与
裁
判
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
最
初
の
国
民
参
与
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裁
判
が
︑
二
〇
〇
七
年
二
月
一
二
日
︑
大
邱
地
方
裁
判
所
で
実
施
さ
れ
て
以
来
︑
二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
に
三
二
一
件
の

裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

国
民
参
与
裁
判
は
︑
司
法
改
革
の
一
環
と
し
て
論
議
さ
れ
︑
採
択
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
国
民
の
司
法
参
加
は
︑
司
法

の
民
主
的
正
当
性
と
司
法
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
高
め
︵
法
第
一
条
目
的
︶
︑
裁
判
に
お
い
て
国
民
の
多
様
な
価
値
観
と
常
識
を
反

映
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
︑
形
態
こ
そ
異
な
る
も
の
の
︑
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
な
ど
先
進
国
で
既
に
施
行
さ
れ
て
い
る

と
い
う
点
で
︑
そ
の
導
入
自
体
に
大
き
な

藤
は
な
か
っ
た
︒
一
部
で
﹁
憲
法
と
法
律
が
定
め
る
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権

利
﹂
を
侵
害
し
︑
違
憲
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
か
︵

︶
︑
一
般
国
民
は
法
律
知
識
が
不
足
し
︑
血
縁
・
学
縁
・
地
縁
な
ど
縁
故
に
弱
く
︑
公

1

正
な
裁
判
が
難
し
い
と
か
︑
陪
審
裁
判
を
導
入
し
た
国
々
で
も
訴
訟
費
用
の
過
剰
負
担
な
ど
そ
の
非
効
率
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
に
敢
え
て
こ
れ
を
導
入
す
る
必
要
が
な
い
と
い
っ
た
反
対
が
あ
っ
た
程
度
で
あ
る
︒

国
民
参
与
裁
判
制
度
は
︑
法
曹
養
成
や
選
抜
方
式
︑
人
権
保
障
を
強
化
す
る
司
法
制
度
な
ど
他
の
改
革
課
題
に
比
べ
充
分
な
議
論

の
な
い
ま
ま
採
択
さ
れ
た
が
︵

︶
︑
議
論
の
過
程
で
は
国
民
参
与
裁
判
の
形
態
︑
参
加
市
民
の
人
数
や
名
称
な
ど
を
巡
っ
て
司
法
改
革
を

2

主
導
す
る
革
新
指
向
の
弁
護
士
や
学
者
︑
裁
判
所
︑
検
察
な
ど
参
加
主
体
の
間
に
お
け
る
利
害
関
係
の
対
立
に
は
激
し
い
も
の
が

あ
っ
た
︒
最
終
的
に
陪
審
制
的
要
素
と
参
審
制
的
要
素
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
経
過
的
・
実
験
的
形
態
の
国
民
参
与
裁
判
を
導
入
す
る
こ

と
に
し
︑
参
加
市
民
の
数
は
五
名
か
ら
九
名
︵

︶
︑
名
称
は
陪
審
員
︵

︶
と
定
め
た
︒
新
し
く
導
入
さ
れ
た
国
民
参
与
裁
判
は
︑
外
国
の
立
法

3

4

と
比
較
し
て
も
︑
非
常
に
独
特
の
制
度
で
あ
り
︑
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
︒

ま
ず
︑
第
一
に
︑
陪
審
員
は
︑
原
則
と
し
て
裁
判
官
の
関
与
な
し
に
評
議
を
行
っ
た
後
︑
全
員
一
致
で
評
決
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
︵
陪
審
制
的
要
素
︶
︑
も
し
全
員
一
致
の
評
決
に
至
ら
な
い
場
合
︑
裁
判
官
の
意
見
を
聴
い
た
後
︑
多
数
決
で
評
決
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
︵
参
審
制
的
要
素
︒
但
し
︑
裁
判
官
は
評
決
に
は
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
こ
れ
は
参
審
制
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
︶
︒

第
二
に
︑
陪
審
員
は
︑
審
理
に
関
与
し
た
裁
判
官
と
共
に
量
刑
に
関
し
討
議
を
行
う
が
︵
参
審
制
的
要
素
︶
︑
裁
判
官
は
量
刑
に
関
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す
る
意
見
を
開
陳
す
る
だ
け
で
︑
量
刑
の
決
定
に
は
参
加
し
な
い
︵
陪
審
制
的
要
素
︶
︒

第
三
に
︑
陪
審
員
の
評
決
は
裁
判
所
を
拘
束
せ
ず
︑
単
に
勧
告
的
効
力
を
有
す
る
に
止
ま
る
︵
陪
審
制
の
修
正
)

︵

︶
︒
違
憲
論
争
の
余

5

地
を
な
く
し
︑
制
度
施
行
初
期
に
予
想
さ
れ
る
裁
判
所
と
検
察
の
急
激
な
業
務
増
加
を
考
慮
し
て
︑
被
告
人
申
請
主
義
を
採
用
し
︑

陪
審
員
の
評
決
に
拘
束
力
を
認
め
ず
︑
勧
告
的
効
力
だ
け
を
認
め
た
が
︵

︶
︑
こ
れ
は
第
一
段
階
の
国
民
参
与
裁
判
と
し
て
の
限
界
を
物

6

語
っ
て
い
る
︒

国
民
参
与
裁
判
は
︑
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
五
年
間
施
行
し
た
後
︑
そ
の
制
度
運
営
に
関
す
る
分
析
結
果
を
基
に
︑

二
〇
一
三
年
に
は
︑
国
民
参
与
裁
判
を
廃
止
す
る
か
︑
完
成
さ
れ
た
形
の
国
民
参
与
裁
判
制
度
を
実
施
す
る
か
に
つ
い
て
決
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
以
下
で
は
︑
日
本
の
裁
判
員
裁
判
︵

︶
と
比
較
し
な
が
ら
︑
国
民
参
与
裁
判
の
内
容
と
過
去
三

7

年
間
の
運
用
状
況
︑
問
題
点
と
そ
の
対
策
等
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
︒

Ⅱ

国
民
参
与
裁
判
事
件

１

内
容

国
民
参
与
裁
判
は
︑
対
象
事
件
で
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
で
︑
被
告
人
が
希
望
し
︑
裁
判
所
が
排
除
決
定
を
し
な
い
場
合
に
行

わ
れ
る
︵
法
第
八
条
第
二
項
︶
︒

⑴

対
象
事
件
及
び
管
轄

国
民
参
与
裁
判
の
対
象
事
件
は
︑
限
定
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
即
ち
︑
①
刑
法
上
の
犯
罪
に
よ
り
死
亡
の
結
果
が
発
生
し
た
事

8

件
︑
強
盗
と
強
姦
が
結
合
し
た
事
件
︑
強
盗
又
は
強
姦
に
致
傷
・
致
死
の
結
果
が
発
生
し
た
事
件
︵
法
第
五
条
第
一
号
︶
︑
②
刑
事
特
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別
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
罪
の
う
ち
︑
公
務
員
収
賄
事
件
︑
略
取
・
誘
拐
事
件
︑
報
復
犯
罪
︑
性
暴
力
犯
罪
等
︵
同
条
第
二
号
︶
︑
③

地
方
裁
判
所
合
議
部
の
管
轄
事
件
中
︑
大
法
院
規
則
で
定
め
る
事
件
︵
同
条
第
三
号
︶
︑
即
ち
︑
保
健
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
特
別

措
置
法
上
の
不
正
食
品
製
造
︑
不
正
薬
品
製
造
等
︑
環
境
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
特
別
措
置
法
上
の
汚
染
物
質
不
法
排
出
︑
特
定

犯
罪
加
重
処
罰
等
に
関
す
る
法
律
上
の
常
習
強
盗
・
窃
盗
︑
運
転
手
等
暴
行
致
死
傷
︑
麻
薬
︑
刑
法
上
の
強
姦
︑
準
強
姦
︑
強
盗
︑

特
殊
強
盗
︑
準
強
盗
︑
人
質
強
盗
︵
国
民
の
刑
事
裁
判
参
与
に
関
す
る
規
則
第
二
条
)

︵

︶
︑
④
上
記
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る

9

事
件
の
未
遂
罪
・
教
唆
罪
・
幇
助
罪
・
予
備
罪
・
陰
謀
罪
︵
同
条
第
四
号
︶
︑
⑤
上
記
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
と
刑
事
訴
訟
法
第
一

一
条
に
よ
る
関
連
事
件
と
し
て
併
合
審
理
す
る
事
件
で
あ
る
︵
同
条
第
五
号
︶
︒

国
民
参
与
裁
判
の
管
轄
は
︑
地
方
裁
判
所
本
所
合
議
部
で
あ
る
︵
法
第
一
〇
条
︶
︒

⑵

被
告
人
の
意
思
確
認
│
│
選
択
制

対
象
事
件
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
は
︑
国
民
参
与
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
が
︵
法
第
三
条
第
一
項
︶
︑
希
望
し
な
い
場
合
︑

国
民
参
与
裁
判
を
行
わ
な
い
︵
法
第
五
条
第
二
項
︶
︒
対
象
事
件
に
該
当
す
れ
ば
︑
全
て
裁
判
員
裁
判
で
行
う
日
本
と
は
異
な
り
︑
被

告
人
に
よ
る
選
択
制
を
採
用
し
て
い
る
︵

︶
︒
裁
判
所
は
︑
対
象
事
件
の
被
告
人
に
対
し
国
民
参
与
裁
判
を
希
望
す
る
か
否
か
を
書
面
等

10

の
方
法
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
第
八
条
第
一
項
︶
︒
被
告
人
は
︑
起
訴
状
謄
本
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
七
日
以
内

に
国
民
参
与
裁
判
を
希
望
す
る
か
否
か
に
関
す
る
意
見
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︵
法
第
八
条
第
二
項
︶
︑
こ

れ
を
提
出
し
な
い
場
合
︑
国
民
参
与
裁
判
を
希
望
し
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
︵
法
第
八
条
第
一
項
︶
︒
し
か
し
︑
大
法
院
判
例
は
︑

第
一
回
公
判
が
開
か
れ
る
前
ま
で
は
︑
国
民
参
与
裁
判
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
︵

︶
︒

11

被
告
人
は
︑
希
望
意
思
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
但
し
︑
手
続
的
安
全
性
を
保
障
す
る
た
め
︑
排
除
決
定
︵
法
第
九
条
第
一

項
︶
や
地
方
裁
判
所
支
所
管
轄
事
件
の
回
附
決
定
︵
法
第
一
〇
条
第
一
項
︵

︶︶
が
あ
る
か
︑
公
判
準
備
期
日
が
終
わ
る
か
第
一
回
公
判

12
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期
日
後
は
意
思
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︵
法
第
八
条
第
四
項
︶
︒

⑶

排
除
決
定

被
告
人
が
国
民
参
与
裁
判
を
希
望
し
た
場
合
で
も
︑
国
民
参
与
裁
判
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
︑
裁
判
所

は
公
訴
提
起
か
ら
公
判
準
備
期
日
が
終
結
し
た
翌
日
ま
で
排
除
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
九
条
第
一
項
︶
︒
排
除
決
定
事
由

は
︑
①
陪
審
員
・
予
備
陪
審
員
・
陪
審
員
候
補
者
と
そ
の
親
族
の
生
命
︑
身
体
︑
財
産
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
出
席
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
︵
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
︶
︑
②
共
犯
関
係
に
あ
る
被
告
人
の
一
部
が
国
民
参
与
裁
判
を
希
望
せ
ず
︑

国
民
参
与
裁
判
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
︵
同
項
第
二
号
︶
︑
③
そ
の
外
︑
国
民
参
与
裁
判
を
行
う
こ
と
が
適
切
で

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
︵
同
項
第
三
号
︶
で
あ
る
︒
排
除
決
定
の
大
部
分
が
③
の
事
由
を
根
拠
と
し
て
お
り
︑
大
法
院
は
二
〇
一

〇
年
四
月
二
七
日
︑﹁
国
民
参
与
裁
判
の
受
理
及
び
処
理
に
関
す
る
例
規
﹂
を
改
正
し
て
︑
排
除
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
由

を
︑
追
起
訴
が
予
想
さ
れ
る
場
合
︑
被
告
人
に
精
神
障
害
の
疑
い
が
あ
る
場
合
︑
国
民
参
与
裁
判
を
行
う
と
︑
著
し
い
手
続
の
遅
延

な
ど
で
被
告
人
の
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
る
場
合
に
具
体
化
し
︵

︶
︑
排
除
決
定
に
慎
重
を
期
す

13

る
よ
う
に
し
た
︒

裁
判
所
は
排
除
決
定
を
す
る
前
に
︑
検
察
官
︑
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︵
法
第
九
条
第
二
項
︶
︑
こ

の
決
定
に
対
し
て
は
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
九
条
第
三
項
︶
︒
ま
た
︑
裁
判
所
は
国
民
参
与
裁
判
を
行
っ
た
場
合
で

も
︑
被
告
人
の
疾
病
な
ど
に
よ
り
公
判
手
続
が
長
期
間
停
止
し
た
場
合
︑
勾
留
期
間
の
満
了
︑
そ
の
外
審
理
の
諸
般
の
事
情
に
照
ら

し
て
国
民
参
与
裁
判
を
続
け
る
こ
と
が
不
適
切
だ
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
︑
職
権
又
は
検
察
官
︑
被
告
人
若
し
く
は
弁
護
人
の
申

請
に
よ
り
︑
決
定
で
国
民
参
与
裁
判
を
通
常
の
裁
判
に
回
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
一
一
条
︶
︒

通
常
回
附
決
定
は
︑
公
判
手
続
開
始
以
後
に
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
︵

︶
︒

14
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２

運
用
状
況

二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
三
年
間
︵

︶
の
全
対
象
事
件
一
万
九
︑
四
三
一
件
の
五
・

15

二
％
に
当
た
る
一
︑
〇
〇
六
件
が
国
民
参
与
裁
判
と
し
て
受
理
さ
れ
て
い
る
︒
受
理
さ
れ
た
事

件
中
︑
九
三
六
件
が
期
間
中
に
処
理
さ
れ
た
が
︵
処
理
率
九
三
％
︶
︑
そ
の
う
ち
二
一
一
件
が
排

除
さ
れ
︵
排
除
率
二
一
％
︶
︑
四
〇
四
件
が
撤
回
さ
れ
て
︵
撤
回
率
四
〇
・
一
％
︶
︑
実
際
に
国
民

参
与
裁
判
で
処
理
さ
れ
た
事
件
は
三
二
一
件
で
あ
っ
た
︵
国
民
参
与
裁
判
率
三
一
・
九
％
︶
︒
︻
表

︼
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
毎
年
受
理
・
処
理
さ
れ
る
事
件
は
増
加
し
︑
排
除
率
は
減
っ
て
い

1て
︑
国
民
参
与
裁
判
が
活
性
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
撤
回
率
は
相
変
ら
ず
高
い
水
準

を
維
持
し
て
い
る
︒

受
理
さ
れ
た
事
件
を
犯
罪
類
型
別
に
見
れ
ば
︑
性
犯
罪
が
二
九
％
︑
強
盗
殺
人
・
強
盗
傷
害

等
が
二
四
・
五
％
︑
殺
人
・
殺
人
未
遂
等
が
一
二
・
七
％
︑
傷
害
・
暴
行
致
死
等
が
三
・
三
％

と
い
う
順
に
な
っ
て
い
る
︒

全
排
除
件
数
は
二
一
一
件
︵
排
除
率
二
一
％
︶
で
あ
る
が
︑
国
民
参
与
裁
判
法
第
九
条
第
一

項
第
二
号
の
事
由
︵
共
犯
で
あ
る
共
同
被
告
人
中
一
部
だ
け
希
望
︶
で
排
除
に
な
っ
た
の
が
三
八

件
︵
一
八
％
︶
︑
第
三
号
事
由
︵
国
民
参
与
裁
判
の
実
施
が
適
切
で
な
い
場
合
︶
で
排
除
に
な
っ
た

の
が
一
七
三
件
で
︑
全
体
の
八
二
％
を
占
め
て
い
る
︒
第
三
号
事
由
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

は
︑
被
告
人
が
撤
回
意
思
を
表
明
し
た
場
合
が
五
四
件
で
最
も
多
く
︵

︶
︑
そ
の
他
で
は
︑
被
告
人

16

が
精
神
障
害
で
あ
る
と
か
追
起
訴
が
予
想
さ
れ
る
等
被
告
人
側
の
事
情
に
よ
る
場
合
︑
証
人
が

性
犯
罪
被
害
者
で
あ
る
と
か
︵
二
一
件
︶
︑
親
族
間
の
犯
行
な
ど
証
人
側
の
事
情
に
よ
る
場
合
︑
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自
白
事
件
で
特
別
な
争
点
が
な
い
か
︵
三
七
件
︶
︑
争
点
が
複
雑
で
長
期
間
の
審
理
が
予
想
さ
れ
る
︵
一
八
件
︶
な
ど
事
件
の
特
性
に

よ
る
場
合
な
ど
が
あ
る
︒

全
撤
回
件
数
は
四
〇
四
件
︵
撤
回
率
四
〇
・
一
％
︶
で
︑
具
体
的
事
由
に
関
す
る
統
計
は
な
い
が
︑
国
民
参
与
裁
判
を
正
し
く
知

ら
な
い
ま
ま
申
請
し
た
り
︑
被
告
人
に
有
利
で
あ
る
と
か
特
別
な
実
益
が
な
い
と
判
断
し
た
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

犯
罪
類
型
別
に
は
︑
排
除
の
場
合
と
同
様
︑
強
盗
等
︵
二
六
・
七
％
︶
︑
性
犯
罪
等
︵
二
五
％
︶
の
順
と
な
っ
て
い
る
が
︑
性
犯
罪
な

ど
の
場
合
︑
受
理
比
率
︵
二
二
・
七
％
︶
に
比
べ
︑
撤
回
率
が
高
い
︒

３

問
題
点
と
対
策

国
民
参
与
裁
判
制
度
の
導
入
当
時
︑
国
民
参
与
裁
判
を
実
施
す
る
事
件
を
年
間
一
〇
〇
件
か
ら
二
〇
〇
件
と
予
想
し
た
が
︑﹁
低

い
申
請
率
︑
高
い
排
除
率
と
撤
回
率
﹂
に
よ
っ
て
︑
実
際
の
実
施
事
件
は
二
〇
〇
八
年
に
六
四
件
︑
二
〇
〇
九
年
に
九
五
件
に
過
ぎ

な
か
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑﹁
国
民
参
与
裁
判
の
枯
死
危
機
論
﹂
が
台
頭
し
︑
そ
の
解
決
方
案
と
し
て
︑
対
象
事
件
の
拡
大
︑
排
除

事
由
の
制
限
な
ど
活
性
化
の
た
め
の
対
策
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
二
〇
一
〇
年
に
は
一
六
二
件
と
大
幅
に
増
加
し
︑
あ
る
程
度
︑

安
定
的
基
調
を
維
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

⑴

低
い
申
請
率
と
撤
回
率

全
対
象
事
件
に
比
し
た
申
請
率
が
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
で
四
・
九
％
︑
二
〇
一
〇
年
ま
で
で
五
・
二
％
に
増
加
し
︑
撤

回
率
が
二
〇
〇
九
年
は
四
一
・
一
％
で
︑
二
〇
一
〇
年
に
は
四
〇
・
一
％
に
減
少
し
た
が
︑
相
変
わ
ら
ず
﹁
低
い
申
請
率
︑
高
い
撤

回
率
﹂
の
傾
向
は
続
い
て
い
る
︒
申
請
が
少
な
い
理
由
に
関
し
て
実
証
的
な
調
査
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
第
一
に
︑
被
告

人
ら
が
国
民
参
与
裁
判
制
度
に
関
し
て
十
分
に
知
ら
な
か
っ
た
場
合
が
多
く
︵

︶
︑
第
二
に
︑
知
っ
て
い
て
も
職
業
裁
判
官
で
な
い
一
般

17
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市
民
が
裁
判
す
る
こ
と
に
対
す
る
情
緒
的
な
拒
否
感
が
あ
っ
た
り
︑
国
民
参
与
裁
判
を
し
て
も
特
別
に
有
利
な
こ
と
が
な
い
と
い
う

認
識
が
あ
り
︑
第
三
に
︑
申
請
期
間
の
一
週
間
は
申
請
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
は
あ
ま
り
短
い
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
︒
申
請
期
間
に
関
し
て
は
︑
上
記
大
法
院
二
〇
〇
九

一
〇
三
二
決
定
で
第
一
回
公
判
期
日
前
ま
で
延
長
さ
れ
た
︒

撤
回
が
多
い
理
由
は
︑
申
請
後
︑
被
告
人
が
国
民
参
与
裁
判
制
度
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
て
︑
自
分
に
有
利
な
こ
と
が
な
い
と

判
断
し
た
り
︑
弁
護
人
や
同
衆
在
所
者
な
ど
周
辺
の
者
の
態
度
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
そ
の
中
で
も
︑
一
部
の
弁

護
士
の
消
極
的
な
態
度
が
問
題
で
あ
る
︒
弁
護
士
の
立
場
か
ら
す
る
と
︑
国
民
参
与
裁
判
は
一
般
裁
判
に
比
べ
て
準
備
に
時
間
が
か

か
り
︑
特
に
多
く
報
酬
を
受
け
る
わ
け
で
も
な
く
︑
裁
判
が
行
わ
れ
る
日
は
一
日
中
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
う
え
に
︑

陪
審
員
の
判
断
に
勧
告
的
効
力
し
か
な
い
と
い
う
点
か
ら
忌
避
す
る
傾
向
が
あ
る
︵

︶
と
さ
れ
る
︒

18

低
い
申
請
率
は
被
告
人
の
選
択
制
の
代
わ
り
に
必
要
的
裁
判
制
に
変
更
す
れ
ば
す
ぐ
に
解
決
で
き
る
問
題
で
あ
る
が
︑
現
段
階
で

こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
第
一
に
︑
国
民
参
与
裁
判
制
度
に
つ
い
て
多
様
な
方
法
で
広
く
広
報
す
る
必
要

が
あ
る
︒
大
法
院
で
は
︑
制
度
広
報
の
一
環
と
し
て
︑
二
〇
一
〇
年
九
月
か
ら
︑
一
般
国
民
が
実
際
の
陪
審
員
で
は
な
い
が
陪
審
員

と
同
じ
役
割
を
す
る
影
の
陪
審
員
︵
sh
a
d
o
w
ju
ry
︶
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
等
努
力
し
て
い
る
が
︑
日
本
の
裁
判
員
裁
判
に
関
す

る
広
報
に
比
べ
れ
ば
非
常
に
不
足
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
︵

︶
︒
第
二
に
︑
国
民
参
与
裁
判
が
被
告
人
に
有
利
な
こ
と
が
あ
る
と
い

19

う
点
を
広
報
す
る
必
要
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
事
件
受
理
日
か
ら
初
回
公
判
期
日
ま
で
の
平
均
処
理
期
間
が
八
四
・
九
日
で
あ
り
︑
一

般
刑
事
合
議
部
事
件
の
平
均
処
理
期
間
︵
身
柄
事
件
八
七
・
三
日
︑
非
身
柄
事
件
一
二
二
・
九
日
︶
よ
り
短
く
︑
事
件
が
迅
速
に
処
理

さ
れ
る
と
い
う
点
︑
無
罪
率
が
八
・
七
％
と
︑
同
じ
期
間
の
刑
事
合
議
事
件
の
一
審
無
罪
率
三
・
一
％
よ
り
高
い
と
い
う
点
な
ど
を

知
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
︒
第
三
に
︑
国
民
参
与
裁
判
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
い
う
︑
法
曹
三
者
た
る
裁
判
官
︑
検
察
官
︑
特
に
弁
護
士

の
認
識
転
換
が
必
要
で
あ
る
︒
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⑵

高
い
排
除
率

排
除
率
が
二
〇
〇
八
年
二
六
・
二
％
︑
二
〇
〇
九
年
二
二
・
三
％
︑
二
〇
一
〇
年
一
七
・
二
％
と
低
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
︑
依

然
と
し
て
高
い
水
準
に
あ
る
︒
日
本
で
は
︑
二
〇
〇
九
年
五
月
二
一
日
︑
裁
判
員
裁
判
が
始
ま
っ
て
か
ら
一
年
間
︑
対
象
事
件
か
ら

除
外
さ
れ
た
事
例
が
な
い
こ
と
︵

︶
と
対
照
的
で
あ
る
︒
排
除
率
が
こ
の
よ
う
に
高
い
こ
と
は
︑
裁
判
所
自
身
が
被
告
人
の
国
民
参
与
裁

20

判
を
受
け
る
権
利
と
の
関
係
で
問
題
の
余
地
が
あ
る
と
評
し
て
い
る
の
で
︵

︶
︑
こ
れ
を
下
げ
る
こ
と
は
偏
に
裁
判
所
の
姿
勢
に
よ
る
︒

21

そ
の
方
案
と
し
て
は
︑
第
一
に
︑
裁
判
所
間
の
排
除
率
の
差
が
最
低
二
・
四
％
か
ら
最
高
三
九
・
五
％
ま
で
と
大
き
い
が
︑
国
民
参

与
裁
判
に
関
与
し
た
裁
判
部
の
協
議
な
ど
を
通
し
て
そ
の
差
を
縮
め
る
必
要
が
あ
る
︒
第
二
に
︑
国
民
参
与
法
第
九
条
第
一
項
第
三

号
に
よ
る
排
除
決
定
を
慎
重
に
行
う
必
要
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
自
白
し
た
事
件
や
争
点
が
複
雑
な
事
件
は
︑
通
常
︑
排
除
決
定
を
し

て
い
る
が
︑
こ
れ
は
制
度
の
導
入
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
︵

︶
︒
今
後
そ
の
基
準
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
予
測
可
能
性
を
高

22

め
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
対
策
の
一
環
と
し
て
︑
排
除
決
定
制
度
自
体
を
廃
止
す
る
べ
き
と
い
う
主
張
も
あ
る
︵

︶
︒

23

⑶

狭
い
対
象
事
件

国
民
参
与
裁
判
の
活
性
化
の
た
め
対
象
事
件
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
主
張
が
あ
る
︒
合
議
部
管
轄
事
件
の
う
ち
一
定
の
犯
罪
︵
財

産
犯
罪
︶
を
一
時
的
に
対
象
事
件
に
拡
大
し
よ
う
と
い
う
見
解
や
︵

︶
︑
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
犯
罪
を
必
要
的
国
民
参
与
裁
判
事
件
と
し
て

24

試
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
︵

︶
︒
し
か
し
︑
対
象
事
件
を
拡
大
し
て
も
︑
低
い
申
請
率
と
高
い
撤
回
率
の
問
題
を
解

25

決
で
き
な
け
れ
ば
︑
大
き
い
効
果
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
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Ⅲ

国
民
参
与
裁
判
の
実
施
手
続

１

公
判
準
備
手
続

⑴

内
容

一
般
刑
事
公
判
手
続
と
は
違
い
︑
国
民
参
与
裁
判
の
場
合
︑
公
判

準
備
手
続
と
公
判
準
備
期
日
を
必
要
的
に
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
こ
の
時
︑
被
告
人
に
弁
護
人
が
い
な
い
場
合
に
は
速
か
に
国
選

弁
護
人
を
選
定
し
︵
法
第
七
条
︶
︑
事
件
の
初
期
段
階
か
ら
関
与
す

る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
︒

被
告
人
か
ら
国
民
参
与
裁
判
を
希
望
す
る
意
思
確
認
書
が
提
出
さ

れ
︑
事
件
が
国
民
参
与
裁
判
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
︑
裁
判
長
は
公

判
準
備
手
続
に
回
附
す
る
︵
法
第
三
六
条
第
一
項
︶
︒
裁
判
所
は
主
張

と
証
拠
を
整
理
し
︑
審
理
計
画
を
立
て
る
た
め
に
公
判
準
備
期
日
を

指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
第
三
七
条
第
一
項
︶
︒
公
判
準
備
期

日
は
原
則
と
し
て
公
開
し
︵
法
第
三
七
条
第
三
項
︶
︑
陪
審
員
は
参
加

し
な
い
︵
法
第
三
七
条
第
四
項
︶
︒

⑵

運
営
状
況

国
民
参
与
裁
判
意
思
確
認
書
提
出
日
か
ら
初
回
公
判
期
日
ま
で
は
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検察官に公判準備の命令

検察官の公判準備書面の提出

被告人・弁護人の反論

公判準備期日の進行（必須）

事件争点の整理及び証拠採択

陪審員選任手続関連の決定

・陪審員数を異にする決定
・予備陪審員の可否・人数
・被告人別の無理由付忌避申請人数
・選任期日指定・運営方式
・忌避方式など

【図 1】 公判準備手続



平
均
三
六
・
三
日
を
要
し
て
い
る
︒
被
告
人
が
希
望
意
思
を
撤
回
す
る
例
が
減
る
こ
と
に
よ
り
︑
こ
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
期

待
で
き
る
の
で
︑
よ
り
迅
速
に
公
判
準
備
期
日
を
指
定
す
る
必
要
が
あ
る
︒

２

陪
審
員
の
選
任

⑴

内
容

�

陪
審
員
の
数

陪
審
員
の
数
は
︑
①
法
定
刑
が
死
刑
︑
無
期
懲
役
又
は
無
期
禁
錮
に
該
当
す
る
対
象
事
件
に
つ
い
て
は
九
人
で
あ
り
︑
②
そ
の
他

の
対
象
事
件
に
対
し
て
は
七
人
で
あ
る
︵
法
第
一
三
条
第
一
項
本
文
︶
︒
但
し
︑
③
被
告
人
又
は
弁
護
人
が
公
判
準
備
手
続
で
公
訴
事

実
の
主
要
内
容
を
認
め
た
と
き
に
は
五
人
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
同
条
但
書
︶
︒
ま
た
︑
裁
判
所
は
︑
事
件
の
内
容
に
照
ら
し
特

別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
︑
検
察
官
︑
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
︑
決
定
で
陪
審
員
の
数
を
七
人
と
九
人
の

な
か
か
ら
︑
前
記
①
～
③
と
異
な
る
取
り
決
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
一
三
条
第
二
項
︶
︒
そ
し
て
︑
裁
判
所
は
陪
審
員
の
欠

員
な
ど
に
応
じ
て
︑
五
人
以
内
の
予
備
陪
審
員
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
一
四
条
︶
︒
日
本
は
︑
裁
判
員
六
人
︵
裁
判
官
三
人
︶

が
原
則
で
あ
り
︑
争
い
が
な
い
一
定
の
事
件
は
四
人
︵
裁
判
長
一
人
︶
で
あ
り
︑
韓
国
よ
り
は
人
員
が
少
な
い
が
︑
参
審
制
的
要
素

が
強
い
の
で
︑
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

�

陪
審
員
の
資
格

陪
審
員
は
満
二
〇
歳
以
上
の
大
韓
民
国
国
民
の
中
か
ら
選
任
す
る
︵
法
第
一
六
条
︶
︒
禁
治
産
者
又
は
限
定
治
産
者
等
国
家
公
務
員

法
第
三
三
条
第
一
項
の
欠
格
事
由
が
あ
る
者
︵
法
第
一
七
条
：
欠
格
事
由
︶
︑
大
統
領
・
国
会
議
員
・
裁
判
官
・
検
察
官
な
ど
一
定
の

職
業
に
従
事
す
る
者
︵
法
第
一
八
条
：
職
業
な
ど
に
よ
る
除
外
事
由
︶
︑
被
害
者
な
ど
当
該
事
件
と
一
定
の
関
係
が
あ
る
者
︵
法
第
一
九

条
：
除
斥
事
由
︶
は
陪
審
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
満
七
〇
歳
以
上
の
者
や
過
去
五
年
以
内
に
陪
審
員
候
補
者
と
し
て
選
定
期
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日
に
出
席
し
た
者
な
ど
一
定
の
事
由
が
あ
る
者
は
︑
陪
審
員
の
職
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
二
〇
条
：
免
除
事
由
︶
︒
学

生
は
免
除
事
由
に
該
当
し
な
い
が
︑
日
本
で
は
辞
退
事
由
に
該
当
す
る
︵
裁
判
員
法
第
一
六
条
第
三
号
︶
︒

�

陪
審
員
選
任
手
続

陪
審
員
を
選
任
す
る
手
続
を
要
約
す
れ
ば
︻
図
２
︼
の
よ
う
に
な
る
︒

�

陪
審
員
候
補
予
定
者
名
簿
の
作
成
及
び
管
理

地
方
裁
判
所
長
は
︑
陪
審
員
の
選
任
の
た
め
︑
毎
年
︑
管
轄
区
域
内
に
居
住
す
る
満
二
〇
歳
以
上
の
国
民
の
住
民
登
録
資
料
を
活

用
し
て
陪
審
員
候
補
予
定
者
名
簿
を
作
成
す
る
︵
法
第
二
二
条
︶
︒
陪
審
員
候
補
予
定
者
名
簿
は
︑
性
別
︑
年
齢
な
ど
が
等
し
く
分
布

す
る
代
表
性
を
�
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
満
二
〇
歳
以
上
の
住
民
の
〇
・
三
％
か
ら
〇
・
五
％
ま
で
の
範
囲
内
で
人
員
を
定
め
る

︵
国
民
参
与
裁
判
の
受
理
及
び
処
理
例
規
第
一
四
条
︶
︒

�

陪
審
員
候
補
者
選
任
手
続

国
民
参
与
裁
判
を
実
施
し
よ
う
と
い
う
場
合
︑
裁
判
所
は
当
該
事
件
毎
に
必
要
な
陪
審
員
候
補
者
の
数
を
定
め
︑
こ
れ
を
陪
審
員

候
補
予
定
者
名
簿
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
て
︑
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
の
選
任
期
日
を
通
知
す
る
︵
法
第
二
三
条
第
一
項
︶
︒
選
任
期

日
は
︑
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
︑
陪
審
員
選
任
手
続
が
終
了
し
た
後
︑
続
け
て
第
一
回
公
判
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
指
定
し
︵
規
則

第
二
九
条
︶
︑
通
常
︑
午
前
に
陪
審
員
選
任
手
続
を
終
了
し
た
後
︑
午
後
に
第
一
回
公
判
を
行
う
︒
陪
審
員
候
補
者
に
は
選
任
期
日

通
知
書
と
質
問
票
︑
陪
審
員
案
内
書
な
ど
を
送
付
す
る
が
︑
質
問
票
を
受
け
と
っ
た
陪
審
員
候
補
者
は
︑
正
当
な
事
由
が
な
い
限
り
︑

質
問
票
に
記
載
さ
れ
た
質
問
に
答
え
︑
こ
れ
を
裁
判
所
で
定
め
た
期
間
内
に
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
第
二
五
条

第
二
項
︑
規
則
第
一
八
条
第
一
項
︶
︒
出
席
通
知
を
受
け
と
っ
た
陪
審
員
候
補
者
は
選
定
期
日
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︵
法
第
二

三
条
︶
︑
正
当
な
理
由
な
く
︑
出
席
し
な
い
時
に
は
二
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
過
怠
料
が
科
さ
れ
る
︵
法
第
六
〇
条
︶
︒

�

陪
審
員
選
任
期
日
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選
任
手
続
は
非
公
開
で
行
わ
れ
る
が
︵
法
第
二

四
条
第
二
項
︶
︑
検
察
官
と
弁
護
人
は
必
ず
出
席

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
被
告
人
は
裁
判
所
の
許
可

を
得
て
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
二
七
条
︶
︒

裁
判
所
は
︑
欠
格
・
除
外
・
除
斥
・
免
除
事
由
に

該
当
す
る
か
否
か
︑
又
は
不
公
平
な
判
断
を
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
な
ど
を
判
断
す
る
た
め
陪

審
員
候
補
者
に
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
︑
検
察
官
︑

被
告
人
又
は
弁
護
士
は
裁
判
所
に
対
し
必
要
な
質

問
を
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
︑
裁
判
所

は
検
察
官
又
は
弁
護
人
が
直
接
質
問
す
る
よ
う
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
二
八
条
第
一
項
︶
︒
陪

審
員
候
補
者
は
質
問
に
対
し
正
当
な
理
由
な
く
陳

述
を
拒
否
し
︑
又
は
偽
り
の
陳
述
を
し
て
は
な
ら

な
い
︵
法
第
二
八
条
第
二
項
︶
︒
こ
れ
に
違
反
し
た

場
合
︑
解
任
す
る
か
︵
法
第
三
二
条
第
一
項
第
五

号
︶
︑
二
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
過
怠
料
を
科
す

こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
六
〇
条
第
一
項
第
三
号
︶
︒

裁
判
所
は
︑
陪
審
員
候
補
者
が
欠
格
・
除
外
・
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陪審員候補者に対する質問

陪審員・予備陪審員選任決定

忌避申請 ▼ 不選任
忌避棄却決定

無理由付忌避申請 ▼ 不選任
決定

陪審員候補者名簿から陪審
員候補者を無作為抽出

選任期日の通知・
質問表の送付

陪審候補者からの
質問表の提出

検察官・弁護人に
候補者名簿を送付

選任期日の進行

【図２】 陪審員選任手続



除
斥
・
免
除
事
由
に
該
当
し
︑
又
は
不
公
平
な
判
断
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
時
に
は
︑
職
権
又
は
検
察
官
・
被
告

人
・
弁
護
人
の
忌
避
申
請
に
よ
り
︑
不
選
任
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
第
二
八
条
第
三
項
︶
︒
こ
の
よ
う
な
忌
避
申
請
︵
通

常
︑
理
由
付
忌
避
申
請
と
い
う
︶
は
︑
人
数
の
制
限
が
な
い
が
︑
忌
避
申
請
を
棄
却
す
る
決
定
に
対
し
て
は
直
ち
に
異
議
申
立
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
二
九
条
第
一
項
︶
︒
忌
避
手
続
は
検
察
官
と
弁
護
人
が
法
台
に
寄
っ
て
行
う
協
議
方
式
︵
sid
e
b
a
r
co
n
fe
r-

e
n
ce︶
を
主
に
用
い
て
い
る
︵

︶
︒
異
議
申
立
に
対
す
る
決
定
に
対
し
て
は
不
服
申
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︵
法
第
二
九
条
第
三
項
︶
︒

26

一
方
︑
検
察
官
と
弁
護
人
は
︑
理
由
を
提
示
し
な
い
忌
避
申
請
︑
す
な
わ
ち
理
由
な
し
忌
避
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
そ
の

人
員
は
陪
審
員
九
人
制
で
は
五
人
︑
七
人
制
で
は
四
人
︑
五
人
制
で
は
三
人
ま
で
で
あ
る
︵
法
第
三
〇
条
第
一
項
︶
︒
裁
判
所
は
︑
検

察
官
︑
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
︑
順
序
を
変
え
︑
理
由
な
し
忌
避
申
請
を
す
る
機
会
を
与
え
︵
法
第
三
〇
条
第
三
項
︶
︑
理
由
な
し
忌

避
申
請
が
あ
る
時
︑
裁
判
所
は
当
該
陪
審
員
候
補
者
を
陪
審
員
に
選
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︵
法
第
三
〇
条
第
二
項
︶
︒

裁
判
所
は
︑
出
席
し
た
陪
審
員
候
補
者
の
中
で
当
該
裁
判
に
必
要
な
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
の
数
に
該
当
す
る
陪
審
員
候
補
者
を

無
作
為
に
選
び
︑
こ
れ
ら
の
者
を
対
象
に
︑
職
権
︑
理
由
付
忌
避
申
請
︑
理
由
な
し
忌
避
申
請
に
よ
る
不
選
任
決
定
を
す
る
︵
法
第

三
一
条
第
一
項
︶
︒
不
選
任
決
定
が
あ
る
場
合
に
は
︑
そ
の
数
だ
け
こ
の
手
続
を
反
復
す
る
︵
法
第
三
一
条
第
二
項
︶
︒
必
要
な
陪
審
員

と
予
備
陪
審
員
の
候
補
者
が
確
定
す
れ
ば
︑
裁
判
所
は
無
作
為
の
方
法
に
よ
り
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
を
選
定
し
て
︑
予
備
陪
審
員

が
二
人
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
順
番
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
第
三
一
条
第
三
項
︶
︒
一
方
︑
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
に

は
番
号
を
附
し
︵
規
則
第
三
〇
条
第
一
項
︶
︑
誰
が
陪
審
員
に
選
ば
れ
た
の
か
を
知
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
三

一
条
第
四
項
︶
︒
実
務
で
は
︑
公
判
手
続
で
の
誠
実
性
を
担
保
す
る
た
め
︑
選
任
に
関
す
る
内
容
は
秘
密
と
し
︑
陪
審
員
と
予
備
陪

審
員
が
共
に
陪
審
員
席
に
座
っ
て
裁
判
に
関
与
し
︑
弁
論
終
結
直
後
︑
評
議
が
開
始
さ
れ
る
前
に
誰
が
陪
審
員
に
選
ば
れ
た
の
か
を

知
ら
せ
て
い
る
︒
こ
の
点
で
︑
当
初
か
ら
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
の
選
定
結
果
を
知
ら
せ
︑
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
が
別
の
座
席
に

座
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
裁
判
員
裁
判
と
は
違
い
が
あ
る
︒
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�

陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
の
解
任
・
辞
任
・
追
加
選
任

陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
が
職
務
を
継
続
し
て
遂
行
す
る
こ
と
が
不
適
切
な
一
定
の
事
由
が
あ

る
場
合
︑
裁
判
所
は
︑
職
権
又
は
検
察
官
・
被
告
人
若
し
く
は
弁
護
人
の
申
請
に
よ
り
︑
解
任

す
る
こ
と
が
で
き
︵
法
第
三
二
条
第
一
項
︶
︑
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
も
職
務
を
遂
行
す
る
の
が

困
難
な
事
情
が
あ
る
時
に
は
辞
任
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
三
三
条
第
一
項
︶
︒
解
任

決
定
に
対
し
て
は
不
服
申
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︵
法
第
三
二
条
第
三
項
︑
第
三
三
条
第
四

項
︶
︒陪

審
員
の
解
任
に
よ
り
陪
審
員
が
不
足
す
る
場
合
︑
予
備
陪
審
員
が
陪
審
員
と
な
り
︑
予
備

陪
審
員
が
な
い
場
合
に
は
︑
追
加
で
陪
審
員
を
選
任
す
る
︵
法
第
三
四
条
第
一
項
︶
︒
但
し
︑
残

っ
た
陪
審
員
が
五
人
以
上
で
︑
審
理
の
進
行
程
度
に
照
ら
し
陪
審
員
の
追
加
選
任
が
不
適
切
だ

と
判
断
さ
れ
る
場
合
︑
一
人
が
不
足
す
る
時
は
検
察
官
・
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
い

て
︑
二
人
が
不
足
す
る
時
は
同
意
を
得
て
︑
残
っ
た
陪
審
員
だ
け
で
裁
判
を
行
う
決
定
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
︵
法
第
三
四
条
第
二
項
)

︵

︶
︒

27

⑵

運
営
現
況

�

陪
審
員
候
補
者
の
出
席

三
万
三
︑
五
二
二
人
の
陪
審
員
候
補
者
に
期
日
通
知
し
た
結
果
︑
九
︑
八
九
一
人
が
出
席
し
︑

出
席
率
は
二
九
・
五
％
で
あ
り
︑
送
達
不
能
で
あ
っ
た
者
と
出
席
取
消
通
知
を
し
た
者
を
除
い

た
実
質
出
席
率
は
五
六
・
一
％
と
比
較
的
良
好
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
日
本
の
二
〇
〇
九
年
の
実
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質
出
席
率
八
三
・
九
％
︵

︶
に
比
べ
れ
ば
非
常
に
低
い
︒
日
本
の
場
合
︑
裁
判
員
裁
判
に
対
す
る
積
極

28

的
な
広
報
に
よ
り
︑
国
民
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
高
い
出
席
率
に
つ
な
が
っ
た
も
の

と
評
価
さ
れ
る
︒

陪
審
員
九
人
事
件
は
一
一
四
件
︵
全
体
の
三
五
・
五
％
︶
で
あ
る
が
︑
平
均
召
還
人
員
は
一
三
五

名
で
出
席
率
は
二
九
・
八
％
と
最
も
高
い
︒
陪
審
員
七
人
事
件
は
一
六
九
件
︵
五
二
・
六
％
︶
︑
平

均
召
還
人
員
は
九
七
・
三
名
で
︑
出
席
率
は
二
九
・
五
％
で
あ
り
︑
陪
審
員
五
人
事
件
は
三
八
件

︵
一
一
・
八
％
︶
︑
平
均
召
還
人
員
は
八
一
名
で
︑
出
席
率
は
二
七
・
九
％
で
あ
る
︵

︶
︒

29

�

陪
審
員
の
選
任

陪
審
員
を
選
任
す
る
の
に
要
す
る
時
間
は
平
均
一
時
間
二
六
分
で
あ
る
が
︑
自
白
の
有
無
や
犯

罪
類
型
よ
り
は
︑
裁
判
長
の
迅
速
な
進
行
の
有
無
︑
検
察
官
と
弁
護
人
の
迅
速
な
選
定
質
問
如
何

な
ど
の
要
因
に
左
右
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︵

︶
︒

30

理
由
付
忌
避
は
三
二
一
件
中
七
四
件
だ
け
あ
り
︑
一
件
当
た
り
平
均
〇
・
四
三
人
が
理
由
付
忌

避
申
請
さ
れ
て
い
る
が
︑
明
ら
か
に
候
補
者
自
身
の
偏
見
や
有
罪
・
無
罪
の
心
証
を
表
明
す
る
等

不
公
正
な
判
断
を
す
る
お
そ
れ
が
明
白
な
場
合
に
だ
け
容
認
さ
れ
︵

︶
︑
大
部
分
が
棄
却
さ
れ
て
い
る

31

の
が
実
情
で
あ
る
︒
理
由
な
し
忌
避
は
一
件
当
た
り
平
均
五
人
で
︑
自
白
事
件
︵
四
人
︶
よ
り
は
︑

否
認
事
件
︵
五
・
三
人
︶
が
多
く
︑
陪
審
員
数
が
増
え
る
ほ
ど
忌
避
申
請
も
増
加
し
︵
陪
審
員
九
人

忌
避
人
員
六
・
五
人
︑
七
人
／
四
・
三
人
︑
五
人
／
三
・
二
人
︶
︑
性
犯
罪
事
件
︵
平
均
六
・
四
人
︶
で

忌
避
申
請
が
最
も
活
発
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
検
察
官
︑
弁
護
人
が
行
使
可
能
な
理
由
な
し
忌
避

申
請
を
全
て
行
使
し
た
事
件
は
三
二
一
件
中
三
五
件
︵
一
三
・
八
％
︶
で
あ
っ
た
︒
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�

陪
審
員
の
構
成

出
席
し
た
陪
審
候
補
者
九
︑
八
九
一
人
中
二
七
・
五
％
に
該
当
す
る
二
︑
七
一
七
人
が
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
に
選
ば
れ
て
い
る
︒

陪
審
員
・
予
備
陪
審
員
は
男
性
︵
五
二
・
二
％
︶
が
女
性
︵
四
七
・
八
％
︶
よ
り
僅
か
に
多
く
︑
年
齢
別
で
は
︑
五
〇
代
以
上
︵
三

〇
・
七
％
︶
︑
三
〇
代
︵
二
六
・
五
％
︶
︑
四
〇
代
︵
二
五
・
六
％
︶
︑
二
〇
代
︵
一
七
・
四
％
︶
の
順
と
な
っ
て
い
る
︒
職
業
別
に
は
会

社
員
が
三
一
・
五
％
で
最
も
多
く
︑
主
婦
︵
一
八
・
三
％
︶
︑
自
営
業
︵
一
五
・
五
％
︶
︑
学
生
︵
七
・
六
％
︵

︶
︶
の
順
で
あ
る
︒
性
別
・

32

年
齢
・
職
業
な
ど
平
均
し
た
分
布
を
示
し
て
い
る
と
評
し
得
る
︒

⑶

問
題
点
及
び
対
策

制
度
施
行
前
は
陪
審
員
等
の
法
律
知
識
の
不
足
に
よ
り
誤
っ
た
判
断
が
な
さ
れ
る
可
能
性
や
感
情
に
よ
り
公
正
な
裁
判
が
阻
害
さ

れ
る
可
能
性
︑
無
職
者
や
老
弱
者
が
中
心
と
な
る
こ
と
に
よ
る
不
均
衡
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
︑
施
行
し
た
結
果
︑
杞
憂
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
︒
但
し
︑
出
席
率
の
向
上
や
法
律
知
識
の
か
ん
養
等
の
た
め
の
広
報
や
法
教
育
の
強
化
な
ど
周
辺
対
策
が
並
行
し
て

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
陪
審
員
の
出
席
・
辞
退
・
忌
避
等
に
対
す
る
実
証
的
な
分
析
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
︒

３

公
判

⑴

内
容

国
民
参
与
裁
判
の
公
判
手
続
で
も
︑
原
則
と
し
て
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
︒
但
し
︑
国
民
参
与
裁
判
に
は
陪
審
員
が

参
加
す
る
と
い
う
特
性
上
︑
一
部
の
特
例
が
認
め
ら
れ
︑
公
判
中
心
主
義
が
よ
り
徹
底
し
て
要
求
さ
れ
る
︒

公
判
期
日
は
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
に
通
知
し
︵
法
第
三
八
条
︶
︑
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
が
出
席
し
て
開
廷
す
る
︵
法
第
三
九
条
︶
︒

陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
は
︑
日
本
と
は
異
な
り
︑
裁
判
長
と
検
察
官
・
被
告
人
及
び
弁
護
人
の
間
の
左
側
に
位
置
す
る
︵
法
第
三
九
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条
第
三
項
︶
︒
国
民
参
与
裁
判
の
公
判
手
続

は
︑
陳
述
拒
否
権
の
告
知
︑
人
定
尋
問
︑
冒

頭
陳
述
︑
争
点
及
び
証
拠
関
係
等
の
整
理
︑

証
拠
調
べ
︑
被
告
人
尋
問
︑
最
終
弁
論
と
続

く
一
般
刑
事
裁
判
の
公
判
手
続
の
他
︑
も
う

一
つ
の
手
続
と
し
て
︑
①
陪
審
員
・
予
備
陪

審
員
の
宣
誓
︵
法
第
四
二
条
第
一
項
︶
︑
②
裁

判
長
の
陪
審
員
・
予
備
陪
審
員
に
対
す
る
冒

頭
説
明
︵
法
第
四
二
条
第
二
項
︶
が
あ
り
︑

弁
論
終
結
後
に
︑
③
裁
判
長
の
陪
審
員
・
予

備
陪
審
員
に
対
す
る
最
終
説
明
︵
法
第
四
六

条
第
一
項
︶
が
加
わ
る
︒

裁
判
長
の
冒
頭
説
明
で
は
︑
陪
審
員
と
予

備
陪
審
員
の
権
限
・
義
務
︑
裁
判
手
続
そ
の

他
職
務
遂
行
を
円
滑
に
す
る
の
に
必
要
な
事

項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
第
四

二
条
第
二
項
)

︵

︶
︒
陪
審
員
と
予
備
陪
審
員
に

33

は
︑
事
実
の
認
定
︑
法
令
の
適
用
及
び
刑
の

量
定
に
関
す
る
意
見
を
提
示
す
る
権
限
が
あ
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【図３】 国民参与裁判公判手続

公判手続 集中審理、連日開廷

陪審員の出頭
陪審員の宣誓 争点及び証拠関係等整理

裁判長の陪審員と
予備陪審員に対する冒頭説明

陳述拒否権の告知
人定尋問

冒頭陳述

証拠調べ
被告人尋問

最終弁論
（検察官→弁護人→被告人）

裁判長の陪審員に対する最終説明



り
︵
法
第
一
二
条
第
一
項
︶
︑
被
告
人
・
証
人
に
対
し
必
要
な
事
項
を
尋
問
す
る
こ
と
を
裁
判
長
に
書
面
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

︵
法
第
四
一
条
第
一
項
第
一
号
︑
規
則
第
三
三
条
第
一
項
)

︵

︶
︑
裁
判
長
の
許
可
を
受
け
て
筆
記
を
し
︑
こ
れ
を
評
議
に
使
用
す
る
こ
と
が

34

で
き
る
︵
法
第
四
一
条
第
一
項
第
二
号
︶
︒
こ
れ
に
対
し
︑
法
令
遵
守
・
誠
実
職
務
遂
行
義
務
︵
法
第
一
二
条
第
二
項
︶
︑
秘
密
漏
洩
及

び
不
公
正
行
為
禁
止
義
務
︵
法
第
一
二
条
第
三
項
︶
が
あ
り
︑
審
理
途
中
の
法
廷
離
脱
及
び
裁
判
長
の
許
可
な
し
で
の
評
議
・
評
決

場
所
離
脱
禁
止
義
務
︵
法
第
四
一
条
第
二
項
第
一
号
︶
︑
評
議
開
始
前
に
当
該
事
件
に
関
す
る
見
解
表
明
及
び
論
議
禁
止
義
務
︵
同
項

第
二
号
︶
︑
裁
判
手
続
以
外
で
の
当
該
事
件
に
関
す
る
情
報
収
集
及
び
調
査
禁
止
義
務
︵
同
項
第
三
号
︶
︑
評
議
・
評
決
・
討
議
に
関

す
る
秘
密
漏
洩
禁
止
義
務
︵
同
項
第
四
号
︶
が
あ
る
︒

裁
判
長
の
弁
論
終
結
後
︑
最
終
説
明
は
陪
審
員
に
公
訴
事
実
の
要
旨
と
適
用
法
条
︑
被
告
人
と
弁
護
人
の
主
張
の
要
旨
︑
証
拠
能

力
︑
そ
の
他
留
意
す
る
事
項
に
関
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
必
要
な
時
に
は
証
拠
の
要
旨
に
関
し
て
も
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
︵
法
第
四
六
条
第
一
項
︶
︒﹁
そ
の
他
留
意
す
る
事
項
﹂
は
︑
国
民
参
与
裁
判
規
則
に
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
被
告
人

の
無
罪
推
定
原
則
︵
刑
事
訴
訟
法
第
二
七
五
条
の
二
︶
︑
証
拠
裁
判
主
義
︵
刑
事
訴
訟
法
第
三
〇
七
条
︶
と
自
由
心
証
主
義
︵
刑
事
訴
訟

法
第
三
〇
八
条
︶
の
原
則
等
が
含
ま
れ
る
︵
規
則
第
三
七
条
第
一
項
︶
︒
実
務
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
規
則
等
を
で
き
る
限
り
理

解
し
や
す
く
説
明
す
る
た
め
︑
予
め
陪
審
員
説
明
書
を
交
付
し
︑
国
民
参
与
裁
判
裁
判
長
説
明
事
例
集
︵
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
︶
を

発
行
し
て
︑
全
国
的
に
統
一
性
を
確
保
す
る
等
の
多
様
な
方
案
を
講
じ
て
い
る
︵

︶
︒

35

一
方
︑
国
民
参
与
裁
判
で
は
︑
公
判
廷
で
の
審
理
を
速
記
︑
録
音
又
は
映
像
録
画
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︵
法
第
四
〇
条
第
一
項
︶
︑

刑
事
訴
訟
法
第
二
八
六
条
の
二
の
簡
易
公
判
手
続
規
定
が
排
除
さ
れ
︵
法
第
四
三
条
︶
︑
陪
審
員
・
予
備
陪
審
員
は
証
拠
能
力
に
関
す

る
審
理
に
は
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︵
法
第
四
四
条
︶
︒
そ
し
て
︑
集
中
審
理
︵
刑
事
訴
訟
法
第
二
六
七
条
の
二
第
一
項
︶
及
び
連

日
開
廷
︵
刑
事
訴
訟
法
第
二
六
七
条
の
二
第
二
項
︶
が
遵
守
さ
れ
︑
公
判
中
心
主
義
が
よ
り
徹
底
し
て
要
求
さ
れ
る
︒
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⑵

運
営
現
況

国
民
参
与
裁
判
実
施
事
件
の
う
ち
で
は
︑
殺
人
等
が
一
一
〇
件
︵
三
四
・
四
％
︶
で
最
も
多
く
︑
強
盗
等
八
九
件
︵
二
七
・
七
％
︶
︑

性
犯
罪
等
五
五
件
︵
一
七
・
一
％
︶
︑
傷
害
致
死
等
二
五
件
︵
七
・
八
％
︶
の
順
で
あ
る
︒
三
二
一
件
中
自
白
事
件
は
八
二
件
︵
二
五
・

五
％
︶
︑
否
認
事
件
は
二
三
九
件
︵
七
四
・
五
％
︶
で
あ
る
︒
自
白
事
件
の
比
率
は
二
〇
〇
八
年
は
二
八
・
一
％
で
︑
二
〇
〇
九
年
に

二
九
・
五
％
に
一
・
四
％
上
昇
し
た
が
︑
二
〇
一
〇
年
に
二
二
・
二
％
に
減
少
し
た
︒

弁
護
人
は
︑
国
選
二
六
五
件
︵
八
二
・
六
％
)

︵

︶
で
︑
私
選
は
五
六
件
︵
一
七
・
四
％
︶
に
過
ぎ
な
い
︒
同
じ
期
間
の
一
審
刑
事
合
議

36

部
身
柄
事
件
二
万
六
︑
六
八
九
件
中
︑
国
選
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
た
の
が
五
二
・
七
％
に
該
当
す
る
一
万
四
︑
〇
七
三
件
︵
治
療
監
護

事
件
を
除
く
︶
で
あ
る
点
に
照
ら
す
と
︑
国
選
の
比
率
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
は
弁
護
士
が
国
民
参
与
裁
判
を
避
け

た
が
る
こ
と
に
も
そ
の
原
因
が
あ
る
︒
国
選
弁
護
人
は
当
初
一
人
を
選
任
し
た
が
︑
検
察
官
は
捜
査
検
事
と
公
判
検
事
が
大
部
分
一

緒
に
立
ち
会
う
こ
と
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
︑
近
年
は
二
人
を
選
任
し
て
い
る
︒

一
方
︑
国
民
参
与
裁
判
所
要
日
数
は
︑
一
日
で
終
え
た
裁
判
︵
一
日
裁
判
︶
が
二
八
九
件
︵
九
〇
％
︶
︑
二
日
で
終
え
た
裁
判
︵
二

日
裁
判
︶
が
三
二
件
︵
一
〇
％
︶
で
あ
る
︒

⑶

問
題
点
及
び
対
策

�

長
時
間
裁
判

証
人
が
多
く
︑
争
点
が
複
雑
な
事
件
は
排
除
決
定
に
な
る
う
え
︑
で
き
る
限
り
一
回
の
公
判
出
席
で
陪
審
員
の
役
割
を
終
え
よ
う

と
す
る
陪
審
員
の
要
請
に
よ
り
︑
国
民
参
与
裁
判
の
九
〇
％
が
午
前
か
ら
夜
遅
く
ま
で
行
わ
れ
︑
一
日
で
裁
判
が
終
わ
っ
て
お
り
︵

︶
︑

37

残
り
一
〇
％
も
二
日
で
裁
判
が
終
結
し
て
い
る
︒
日
本
の
場
合
︑
平
均
開
廷
回
数
は
三
・
三
回
で
︑
判
決
人
員
一
四
二
人
中
開
廷
回

数
三
回
が
九
〇
人
︵
六
三
・
四
％
︶
︑
四
回
が
三
五
人
︵
二
四
・
六
％
︶
で
大
部
分
を
占
め
て
お
り
︑
五
回
が
七
人
︑
六
回
以
上
も
一
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人
あ
る
︵

︶
︒
一
回
の
開
廷
で
裁
判
を
終
結
す
る
こ
と
が
韓
国
の
特
色
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
の
よ
う
な

38

実
務
は
連
日
開
廷
︑
集
中
審
理
と
い
う
面
で
は
長
所
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
陪
審
員
に
負
担
を
与
え
︑
密
度
の

濃
い
評
議
・
評
決
に
悪
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
︑
充
実
し
た
審
理
を
難
し
く
す
る
と
い
う
短
所
が
あ
る
︒
実
際

に
︑
陪
審
員
に
対
し
障
壁
に
関
す
る
事
項
を
聴
取
し
た
結
果
︑
長
時
間
の
裁
判
が
不
便
と
い
う
も
の
が
四

八
・
二
％
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
点
で
︑
審
理
期
日
は
個
別
事
件
の
特
性
に
従
い
︑
さ
ら
に
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要

が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
︵

︶
︒
し
か
し
︑
国
民
参
与
裁
判
を
研
究
す
る
日
本
の
裁
判
官
は
︑
む
し
ろ
短
い
時

39

間
評
議
を
続
け
れ
ば
評
決
に
達
す
る
可
能
性
が
あ
り
︑
裁
判
員
全
員
が
即
日
裁
判
で
終
え
る
こ
と
を
希
望
す

る
場
合
に
は
︑
韓
国
の
よ
う
な
裁
判
運
用
を
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
と
い
う
意
見
を
表
明
し
て
い
る
︵

︶
︒
個
別

40

事
件
の
特
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
公
判
準
備
手
続
を
よ
り
充
実
し
て
︑
効
率
的
に
裁
判
を
行

う
な
ら
ば
︑
即
日
裁
判
の
実
務
は
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

�

国
民
参
与
裁
判
に
適
合
し
た
公
判
審
理
の
不
十
分
さ

国
民
参
与
裁
判
で
は
︑
公
判
中
心
主
義
が
よ
り
強
調
さ
れ
︑
調
書
に
よ
る
裁
判
よ
り
証
人
尋
問
を
中
心
と

し
た
裁
判
に
転
換
さ
れ
た
︒
特
に
︑
即
日
裁
判
と
い
う
限
界
に
照
ら
し
︑
証
人
の
出
席
確
保
︑
尋
問
方
式
の

改
善
及
び
映
像
録
画
使
用
を
通
じ
た
証
人
尋
問
の
効
率
性
向
上
が
必
要
で
あ
る
が
︵

︶
︑
こ
れ
に
対
す
る
関
係
者

41

の
努
力
が
不
足
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
︒
検
察
が
無
理
で
過
度
な
証
人
申
請
を
す
る
事
例
︵

︶
や
︑
検
察
が

42

申
請
し
た
証
人
が
不
可
避
な
事
情
で
出
席
で
き
な
か
っ
た
が
︑
検
察
官
に
証
人
申
請
を
撤
回
す
る
よ
う
訴
訟

指
揮
権
を
行
使
し
た
後
︑
陪
審
員
の
評
決
に
よ
り
無
罪
を
宣
告
し
た
事
例
︵

︶
も
あ
る
と
い
う
︒
今
後
︑
証
人
出

43

廷
に
最
善
の
努
力
を
尽
く
し
な
が
ら
も
︑
必
須
の
証
人
の
場
合
︑
期
日
を
続
行
し
て
で
も
証
人
尋
問
を
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
な
ら
︑
証
人
事
前
面
談
制
を
法
制
化
し
︵

︶
︑
効
果
的
な
証
言
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
し
て
︑
映
像
録
画
物

44

を
弾
劾
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
︵

︶
な
ど
︑
多
様
な
対
策
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒

45

一
方
︑
証
拠
書
面
に
対
す
る
証
拠
調
べ
に
お
い
て
も
︑
陪
審
員
等
は
そ
の
内
容
を
理
解
し
難
い
う
え
︑
証
拠
調
べ
の
時
間
が
長
く

な
れ
ば
集
中
力
が
落
ち
る
の
で
︑
必
要
最
小
限
の
範
囲
内
で
時
間
を
短
縮
し
︑
わ
か
り
や
す
く
行
う
必
要
が
あ
る
︵

︶
︒
実
際
︑
陪
審
員

46

に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
︑
八
七
・
九
％
の
陪
審
員
が
裁
判
内
容
の
全
て
又
は
大
部
分
を
理
解
し
︑
八
七
・
七
％
が
大
部

分
審
理
に
集
中
し
た
と
し
な
が
ら
も
︑
障
壁
と
な
り
得
る
も
の
と
し
て
は
︑
法
律
用
語
理
解
の
難
し
さ
が
二
二
・
五
％
︑
証
拠
理
解

の
難
し
さ
が
一
〇
・
一
％
と
い
う
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
検
察
官
と
し
て
は
充
分
な
時
間
を
確
保
で
き
ず
︑
証
拠
の
核

心
部
分
だ
け
を
抜
粋
し
て
︑
提
示
す
る
だ
け
で
は
陪
審
員
の
説
得
に
支
障
を
生
じ
か
ね
な
い
と
い
う
憂
慮
も
あ
る
︵

︶
︒
従
っ
て
︑
裁
判

47

所
・
検
察
・
弁
護
人
全
て
が
︑
効
率
的
な
証
拠
調
べ
が
行
わ
れ
︑
理
解
し
や
す
い
裁
判
に
な
る
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︵

︶
︒

48

Ⅳ

評
議
・
評
決
及
び
判
決
宣
告

１

内
容

⑴

評
議
と
評
決

評
議
と
評
決
及
び
判
決
宣
告
手
続
は
︑
国
民
参
与
裁
判
の
過
渡
期
的
性
格
を
最
も
よ
く
表
す
国
民
参
与
裁
判
最
大
の
特
徴
︵

︶
を
示
す

49

も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
に
批
判
が
最
も
多
い
部
分
で
あ
る
︒

�

事
実
認
定
に
関
す
る
評
議
と
評
決

陪
審
員
は
︵

︶
︑
評
議
室
で
裁
判
官
の
関
与
な
し
に
有
罪
・
無
罪
に
関
し
て
評
議
を
行
い
︑
全
員
の
意
見
が
一
致
す
れ
ば
︑
そ
れ
に
従

50
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っ
て
評
決
す
る
︒
但
し
︑
陪
審
員
の
過
半

数
の
要
請
が
あ
れ
ば
︑
審
理
に
関
与
し
た

裁
判
官
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
︵
法

第
四
六
条
第
二
項
︶
︒
有
罪
・
無
罪
に
関
し
て

陪
審
員
全
員
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き

に
は
多
数
決
で
評
決
を
し
︑
こ
の
場
合
は
︑

評
決
を
す
る
前
に
︑
審
理
に
関
与
し
た
裁

判
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

︵
法
第
四
六
条
第
三
項
︶
︒
裁
判
官
が
︑
前
記

の
よ
う
に
意
見
を
陳
述
す
る
場
合
に
も
︑

有
罪
・
無
罪
に
関
す
る
意
見
を
陳
述
し
て

は
な
ら
な
い
︵
規
則
第
四
一
条
第
五
項
︶
︒
陪

審
員
代
表
は
︑
評
議
終
了
後
︑
有
罪
意
見

の
数
と
無
罪
意
見
の
数
を
区
分
し
て
評
決

書
を
作
成
し
︑
陪
審
員
全
員
の
署
名
又
は

捺
印
を
受
け
︑
こ
れ
を
裁
判
長
に
伝
達
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
規
則
第
四
二
条
︶
︒
こ

の
評
決
書
は
訴
訟
記
録
に
編
綴
し
て
保
管

す
る
︵
法
第
四
六
条
第
六
項
︶
︒
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【図４】 評議・評決及び判決宣告手続

陪審員代表の選出

全員一致（Yes）

No

判決宣告（即日宣告の原則、5日以内に判決文作成）

陪審員の過半数の要請に
より裁判官の意見聴取可能

・処罰の範囲
・量刑事情等

無罪評決 有罪評決

無罪評決 有罪評決

１次評議

多数決

２次評議

裁判官に量刑意見提示

裁判官と量刑討議

必ず裁判官の
意見聴取

裁判長の説明



�

量
刑
討
議

評
決
が
有
罪
で
あ
る
場
合
︑
陪
審
員
は
︑
裁
判
官
と
一
緒
に
量
刑
に
関
し
て
討
議
し
︑
そ
れ
に
関
す
る
意
見
を
開
陳
し
て
︑
裁
判

長
は
量
刑
に
関
す
る
討
議
の
前
に
処
罰
の
範
囲
と
量
刑
事
情
等
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
第
四
六
条
第
四
項
︶
︒
実
務
で
は
︑

量
刑
討
議
参
考
資
料
︵
量
刑
に
関
す
る
裁
判
長
説
明
︑
量
刑
因
子
︑
類
似
の
量
刑
事
例
な
ど
記
載
︶
を
配
付
し
て
討
議
の
参
考
に
す
る
よ

う
に
す
る
が
︑
討
議
資
料
に
は
量
刑
を
決
定
す
る
手
続
︑
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
量
刑
事
情
︑
被
告
人
に
有
利
・
不
利
な
情
状
︑

類
似
事
案
に
お
け
る
量
刑
事
例
な
ど
が
含
ま
れ
る
︒
陪
審
員
の
量
刑
意
見
を
記
載
し
た
量
刑
意
見
書
は
︑
訴
訟
記
録
に
編
綴
し
て
保

管
す
る
︵
法
第
四
六
条
第
六
項
︶
︒

韓
国
で
は
︑
二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
か
ら
︑
殺
人
・
性
犯
罪
・
強
盗
な
ど
七
類
型
の
犯
罪
群
に
対
す
る
量
刑
基
準
を
用
意
し
︑
施

行
し
て
い
る
︵
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
一
日
公
務
執
行
妨
害
な
ど
四
類
型
の
犯
罪
群
追
加
︶
︒
量
刑
基
準
は
勧
告
的
効
力
を
有
す
る
に
過

ぎ
な
い
が
︵
裁
判
所
組
織
法
第
八
一
条
の
七
第
一
項
但
書
︶
︑
こ
れ
か
ら
外
れ
る
判
決
を
す
る
場
合
に
は
︑
判
決
書
に
量
刑
理
由
を
記

載
す
る
よ
う
に
し
て
お
り
︑
事
実
上
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
︒
量
刑
基
準
は
︑
原
則
と
し
て
職
業
裁
判
官
に
対
す
る
も
の
で

あ
り
︑
市
民
の
健
全
な
法
感
情
を
反
映
す
る
国
民
参
与
裁
判
に
は
適
用
さ
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
実
務
上
︑
弁
護
人
が
量
刑
基
準
を
根

拠
と
し
て
量
刑
の
主
張
を
す
る
場
合
︑
裁
判
部
が
具
体
的
に
こ
れ
を
説
明
す
る
事
例
が
あ
っ
た
が
︑
裁
判
官
が
量
刑
に
陪
審
員
と
共

に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
当
部
分
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

�

判
決
宣
告
及
び
判
決
書
の
作
成

判
決
宣
告
は
︑
原
則
と
し
て
弁
論
終
結
期
日
に
行
う
︒
特
別
な
事
情
が
あ
る
時
に
は
︑
別
に
宣
告
期
日
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

︵
法
第
四
八
条
第
一
項
︶
︑
こ
の
場
合
︑
宣
告
期
日
は
弁
論
終
結
後
一
四
日
以
内
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
第
四
八
条
第
三
項
︶
︒

陪
審
員
の
事
実
認
定
に
関
す
る
評
決
と
量
刑
に
関
す
る
意
見
は
︑
裁
判
所
を
拘
束
し
な
い
︵
法
第
四
六
条
第
五
項
︶
︒
裁
判
長
は
︑
判

決
宣
告
時
︑
被
告
人
に
陪
審
員
の
評
決
結
果
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
陪
審
員
の
評
決
結
果
と
異
な
る
判
決
を
宣
告
す
る
時
に
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は
被
告
人
に
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︵
法
第
四
八
条
第
四
項
︶
︑
弁
論
を
終
結
し
た
期
日
に
判
決
を
宣
告
す
る
場
合
は
︑

宣
告
後
五
日
内
に
判
決
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
刑
事
訴
訟
規
則
第
一
四
六
条
︶
︒
判
決
書
に
は
︑
陪
審
員
が
裁
判
に
参
加

し
た
と
い
う
趣
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
陪
審
員
の
意
見
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
︵
法
第
四
九
条
第
一
項
︶
︑
陪
審
員
の
評

決
結
果
と
異
な
る
判
決
を
宣
告
す
る
時
に
は
︑
そ
の
理
由
を
判
決
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
第
四
九
条
第
二
項
︶
︒

２

運
用
状
況

⑴

量
刑
の
分
布

裁
判
人
員
三
二
一
人
中
︑
無
罪
二
八
人
︵
無
罪
率
八
・
七
％
︶
︑
そ
の
他
二
人
︵
そ
の
う
ち
一
人
は
少
年
部
送
致
︶
を
除
く
二
九
一
人

︵
有
罪
率
九
〇
・
七
％
︶
が
有
罪
宣
告
さ
れ
て
い
る
︒
裁
判
人
員
の
う
ち
実
刑
が
宣
告
さ
れ
た
人
員
は
二
四
〇
人
で
︑
実
刑
率
が
七

四
・
八
％
に
達
す
る
が
︑
罪
名
別
で
は
︑
殺
人
等
八
一
・
八
％
︑
性
犯
罪
等
七
〇
・
九
％
︑
強
盗
等
六
五
・
二
％
︑
傷
害
致
死
等
六

四
％
の
順
と
な
っ
て
い
る
︒
対
象
事
件
が
重
大
事
件
で
あ
る
点
に
照
ら
し
︑
実
刑
率
が
高
い
の
は
当
然
で
あ
る
︒
ま
だ
死
刑
宣
告
は

な
く
︑
無
期
四
人
︵
一
・
二
％
︶
︑
執
行
猶
予
四
八
人
︵
一
五
％
︶
で
あ
る
︒
日
本
の
場
合
︵

︶
︑
制
度
施
行
日
か
ら
二
〇
一
一
年
一
月
末

51

ま
で
の
裁
判
人
員
一
︑
七
八
一
人
中
死
刑
三
人
︑
無
期
懲
役
三
七
人
を
含
む
実
刑
一
︑
四
五
五
人
︵
実
刑
率
八
一
・
七
％
︶
︑
執
行
猶
予

二
八
五
人
︵
一
六
％
︶
で
︑
実
刑
率
と
執
行
猶
予
率
は
韓
国
と
似
た
水
準
で
あ
る
が
︑
無
罪
が
四
人
︵
〇
・
二
％
︶
で
韓
国
よ
り
著

し
く
少
な
い
︒
執
行
猶
予
の
う
ち
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
が
一
六
一
人
︵
執
行
猶
予
全
体
の
五
六
・
五
％
︶
で
あ
り
︑
一
般
刑
事
裁
判

に
比
べ
て
非
常
に
高
く
出
て
い
る
が
︑
一
般
国
民
の
犯
罪
に
対
す
る
不
安
意
識
を
あ
る
程
度
反
映
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

特
記
す
べ
き
こ
と
は
︑
韓
国
で
は
無
罪
率
が
八
・
七
％
と
︑
同
じ
期
間
の
全
国
裁
判
所
刑
事
合
議
事
件
一
審
無
罪
率
で
あ
る
三
・

一
％
よ
り
高
い
点
で
あ
る
︒
重
大
事
件
が
大
部
分
で
あ
り
︑
全
事
件
と
比
較
す
る
と
否
認
事
件
が
多
い
た
め
︑
単
純
に
比
較
し
て
国

民
参
与
裁
判
が
被
告
人
に
有
利
だ
と
は
断
言
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
職
業
裁
判
官
よ
り
陪
審
員
ら
が
無
罪
主
張
に
対
し
よ
り
寛
大
な
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傾
向
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
評
決
と

判
決
が
一
致
し
な
い
二
九
件
中
︑
陪
審
員
が
無
罪
評
決
を
し

た
が
裁
判
部
が
有
罪
判
決
を
し
た
事
例
が
二
六
件
で
あ
る
事

実
が
︑
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
︒

⑵

評
決
及
び
量
刑
討
議

�

所
用
時
間

評
議
の
所
用
時
間
は
︑
自
白
事
件
の
場
合
︑
平
均
一
時
間

二
九
分
︑
否
認
事
件
の
場
合
一
時
間
四
五
分
︵
各
最
大
三
時

間
三
〇
分
︑
最
低
二
〇
分
︶
で
あ
り
︑
陪
審
員
数
が
九
人
で

あ
る
強
盗
等
の
事
件
で
最
大
四
時
間
三
〇
分
を
要
し
た
︒
所

用
時
間
は
︑
自
白
の
有
無
や
犯
罪
類
型
よ
り
︑
争
点
の
複
雑

性
等
に
よ
り
大
き
く
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
︵

︶
︒
日
本
の
場
合
︑
平
均
評
議
時
間
は
八
時
間
一
九
分

52

で
︑
一
二
時
間
を
超
え
る
場
合
も
一
二
％
あ
る
が
︑
韓
国
よ

り
は
審
理
期
間
が
長
い
点
を
考
慮
し
て
も
︑
余
り
に
差
が
大

き
い
︒
こ
れ
は
即
日
裁
判
の
時
間
的
限
界
に
根
本
的
な
原
因

が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
評
決
及
び
量
刑
討
議
に
お
い
て
︑
裁

判
官
に
対
し
有
形
無
形
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
か
と
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い
う
憂
慮
も
あ
る
︒

�

評
決
分
布

全
部
有
罪
又
は
全
部
無
罪
で
陪
審
員
の
意
見
が
一
致
し
た
件
数
は
二
五

六
件
︵
七
九
・
七
％
︶
で
︑
そ
の
う
ち
有
罪
評
決
が
二
二
六
件
︑
無
罪
評

決
が
三
〇
件
を
占
め
て
い
て
︑
全
員
一
致
評
決
が
な
さ
れ
た
件
数
は
二
〇

八
件
で
あ
る
︒
意
見
が
一
致
し
た
件
数
と
意
見
が
分
か
れ
た
件
数
の
比
率

は
︑
有
罪
の
場
合
四
・
九
対
一
︑
無
罪
の
場
合
二
対
一
で
あ
る
︒
①
競
合

犯
に
対
し
一
部
有
罪
評
決
︑
一
部
無
罪
評
決
の
場
合
︑
②
主
位
的
公
訴
事

実
は
無
罪
︑
予
備
的
公
訴
事
実
は
有
罪
の
場
合
︑
③
公
訴
事
実
を
無
罪
評

決
し
︑
縮
小
事
実
を
有
罪
評
決
し
た
場
合
の
よ
う
な
事
件
で
︑
有
罪
と
無

罪
二
つ
以
上
の
評
決
が
下
さ
れ
た
件
数
は
六
五
件
で
︑
全
体
件
数
の
二

〇
・
三
％
に
当
た
る
︒

�

評
決
と
判
決
の
一
致

評
決
と
判
決
が
一
致
し
た
も
の
が
全
体
の
九
一
％
に
当
た
る
二
九
二
件

で
︑
不
一
致
と
な
っ
た
も
の
が
九
％
の
二
九
件
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒

評
決
と
判
決
が
一
致
し
な
い
二
九
件
中
二
六
件
が
陪
審
員
は
無
罪
評
決

を
し
た
が
︑
裁
判
部
が
有
罪
判
決
を
し
た
も
の
で
あ
る
︵

︶
︒
陪
審
員
が
有
罪

53

評
決
を
し
た
が
︑
裁
判
部
が
無
罪
︵
理
由
無
罪
を
含
む
︶
判
決
し
た
の
は

三
件
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
評
決
と
判
決
が
不
一
致
で
あ
っ
た
事
件
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の
う
ち
︑
控
訴
審
で
有
罪
・
無
罪
判
断
が
変
わ
っ
た
事
例
も
一
件
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
は
陪
審
員
が
無
罪
評
決

を
し
た
の
を
裁
判
部
で
有
罪
判
決
を
し
た
が
︑
控
訴
審
で
破
棄
自
判
し
て
無
罪
を
宣
告
し
た
も
の
で
あ
る
︵

︶
︒

54

 

量
刑
意
見
と
宣
告
刑
の
分
布

陪
審
員
の
量
刑
意
見
の
う
ち
多
数
意
見
と
裁
判
部
が
宣
告
し
た
量
刑
の
差
が
一
年
以
内
の
事
件
が
二
五
六

件
で
︑
九
三
・
八
％
に
当
た
り
︑
差
が
あ
る
場
合
で
も
︑
凡
そ
二
年
程
度
の
違
い
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
国
民

の
健
全
な
法
感
情
と
職
業
裁
判
官
の
量
刑
判
断
が
大
差
な
い
と
い
う
点
で
︑
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る

が
︑
よ
り
綿
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
︒

３

問
題
点
及
び
対
策

⑴

裁
判
官
の
評
議
関
与

国
民
参
与
裁
判
に
お
い
て
︑
裁
判
長
は
︑
弁
論
終
結
後
︑
最
終
説
明
を
行
い
︑
評
決
と
量
刑
討
議
に
も
関

与
す
る
た
め
︑
陪
審
員
等
は
︑
少
な
か
ら
ず
裁
判
部
の
意
図
に
誘
導
さ
れ
︑
独
立
し
て
公
正
に
判
断
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
︒
裁
判
所
自
身
も
︑
陪
審
員
の
量
刑
意
見
と
裁
判
部
の
宣
告
刑
の
近
似
率
が
九
三
・
八
％

に
達
し
た
こ
と
は
︑
裁
判
部
と
陪
審
が
一
緒
に
量
刑
討
議
を
し
た
た
め
︑
量
刑
意
見
と
宣
告
刑
の
分
布
が
類

似
す
る
結
果
が
発
生
し
た
と
し
︑
よ
り
正
確
な
分
析
の
た
め
に
は
︑
量
刑
討
議
を
行
う
前
ま
で
に
形
成
さ
れ

た
裁
判
部
の
量
刑
意
見
と
陪
審
員
の
量
刑
意
見
と
の
関
係
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
︵

︶
︒

55

現
段
階
で
は
︑
裁
判
部
か
ら
陪
審
員
等
が
独
立
し
て
公
正
に
評
決
し
︑
量
刑
を
討
議
で
き
る
雰
囲
気
を

作
っ
て
い
く
よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
今
ま
で
は
裁
判
部
の
説
明
が
公
訴
事

実
の
認
定
や
量
刑
に
関
す
る
内
容
に
事
実
上
限
定
さ
れ
て
い
た
が
︑
陪
審
員
等
の
適
正
な
量
刑
決
定
の
た
め
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に
は
︑
今
後
は
施
設
内
・
社
会
内
処
遇
に
関
す
る
内
容
も
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

⑵

陪
審
員
評
決
の
勧
告
的
効
力
の
限
界

陪
審
員
評
決
に
勧
告
的
効
力
し
か
な
い
と
い
う
限
界
は
︑
制
度
導
入
当
時
か
ら
予
想
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
現
行
法
内
で
国
民
参
与
裁
判
の
趣
旨
が
最
大
限
実
現
で
き
る
よ
う
︑
裁
判

所
と
検
察
が
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
︒
評
決
と
判
決
の
一
致
率
が
九
一
％
に
達
し
︑
評
決
と
判
決

が
不
一
致
の
事
件
の
う
ち
控
訴
審
で
有
罪
・
無
罪
の
判
断
が
変
わ
っ
た
も
の
が
一
件
し
か
な
い
点

で
︑
こ
れ
ま
で
は
裁
判
部
で
陪
審
員
の
評
決
を
最
大
限
尊
重
し
な
が
ら
も
︑
こ
れ
を
補
完
す
る
役

割
を
よ
く
遂
行
し
て
い
る
も
の
と
評
価
し
得
る
︒
今
後
︑
裁
判
所
は
︑
そ
の
審
級
を
問
わ
ず
︑
陪

審
員
等
の
健
全
な
常
識
と
合
理
的
な
判
断
に
基
づ
い
た
意
見
を
尊
重
す
る
よ
う
︑
よ
り
一
層
努
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵

︶
︒
一
方
︑
検
察
官
の
控
訴
率
が
五
三
・
六
％
と
︑
一
般
裁
判
の
控
訴
率
一

56

九
・
六
％
に
比
べ
て
非
常
に
高
い
が
︑
今
後
は
陪
審
員
の
評
決
を
尊
重
し
︑
控
訴
を
最
大
限
自
制

す
る
必
要
が
あ
る
︒

Ⅴ

上
訴
手
続

１

内
容

国
民
参
与
裁
判
法
に
は
上
訴
に
関
し
て
は
特
別
な
規
定
を
置
い
て
い
な
い
︒
従
っ
て
︑
第
一
審

が
国
民
参
与
裁
判
で
行
わ
れ
た
事
件
の
場
合
に
も
︑
控
訴
と
上
告
手
続
は
通
常
の
刑
事
裁
判
と
同
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じ
よ
う
に
刑
事
訴
訟
法
の
上
訴
手
続
が
適
用
さ
れ
る
︒

２

運
用
状
況

⑴

控
訴
審

�

控
訴
率

国
民
参
与
裁
判
の
控
訴
率
は
八
六
・
六
％
で
あ
り
︑
国
民

参
与
裁
判
対
象
事
件
が
一
般
裁
判
で
行
わ
れ
た
場
合
の
控
訴

率
で
あ
る
六
六
・
九
％
に
比
べ
高
い
と
言
え
る
︒
検
察
官
の

控
訴
率
︵
双
方
控
訴
含
む
︶
は
五
三
・
六
％
︑
被
告
人
の
控

訴
率
は
六
六
・
四
％
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
一
般
裁
判
で
の
控
訴

率
で
あ
る
一
九
・
六
％
︑
五
九
・
八
％
よ
り
高
い
︒

�

控
訴
審
で
の
処
理

控
訴
審
で
処
理
さ
れ
た
二
二
四
件
中
一
六
九
件
が
控
訴
棄

却
と
な
り
︵
控
訴
棄
却
率
七
五
・
四
％
︶
︑
五
四
件
が
破
棄
さ

れ
た
︵
破
棄
率
二
四
・
一
％
︶
︒

破
棄
率
は
︑
一
般
事
件
に
お
け
る
高
等
裁
判
所
の
原
審
破

棄
率
四
〇
・
六
％
よ
り
低
く
︑
毎
年
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
︒

破
棄
事
件
の
内
訳
を
見
る
と
︑
有
罪
・
無
罪
が
変
わ
っ
た
場

合
は
五
件
で
あ
る
︵
無
罪
か
ら
有
罪
四
件
︑
有
罪
か
ら
無
罪
一
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件
︶
︒
刑
が
変
わ
っ
た
の
は
四
三
件
で
︑
量
刑
変
更
率
は
一
九
・
二

％
と
︑
高
等
裁
判
所
の
量
刑
変
更
率
三
二
・
三
％
よ
り
低
い
︒
そ
の

う
ち
刑
が
減
軽
さ
れ
た
の
は
三
六
件
で
︑
量
刑
減
軽
率
は
一
六
・
一

％
と
︑
高
等
裁
判
所
の
量
刑
減
軽
率
二
四
・
四
％
よ
り
低
い
︒
こ
の

よ
う
な
統
計
は
︑
控
訴
審
に
お
い
て
︑
国
民
参
与
裁
判
で
行
わ
れ
た

第
一
審
判
決
を
尊
重
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
︒大

法
院
判
例
も
︑
陪
審
員
が
﹁
証
人
尋
問
な
ど
事
実
審
理
の
全
過

程
に
�
っ
て
参
加
し
た
後
︑
証
人
が
し
た
陳
述
の
信
憑
性
な
ど
証
拠

の
取
捨
と
事
実
の
認
定
に
関
し
全
員
一
致
の
意
見
で
な
し
た
無
罪
の

評
決
が
裁
判
部
の
心
証
に
符
合
し
︑
そ
の
ま
ま
採
択
さ
れ
た
場
合
で

あ
る
な
ら
︑
こ
の
よ
う
な
手
続
を
経
て
な
さ
れ
た
証
拠
の
取
捨
及
び

事
実
の
認
定
に
関
す
る
第
一
審
の
判
断
は
︑
上
で
見
た
実
質
的
直
接

審
理
主
義
及
び
公
判
中
心
主
義
の
趣
旨
と
精
神
に
照
ら
し
︑
控
訴
審

で
の
新
た
な
証
拠
調
べ
を
通
じ
︑
そ
れ
に
明
ら
か
に
反
す
る
充
分
に

納
得
す
る
だ
け
の
顕
著
な
事
情
が
現
れ
な
い
限
り
︑
さ
ら
に
一
層
尊

重
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
﹂
と
判
示
し
て
い
る
︵

︶
︒

58
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⑵

上
告
審

�

上
告
率

上
告
率
は
四
五
・
三
％
で
︑
通
常
の
高
等
裁
判
所
上
告
率
三
四
・
三
％
よ
り
高
い
︒

�

上
告
審
で
の
処
理

上
告
審
処
理
事
件
に
対
す
る
上
告
棄
却
率
は
九
三
・
二
％
で
あ
り
︑
破
棄
は
一
件
一
・
一
％
で
︑
大
法
院
破
棄
率
四
％
よ
り
低
い
︒

３

問
題
点
及
び
対
策

一
般
国
民
が
参
加
し
た
国
民
参
与
裁
判
の
判
決
が
控
訴
審
で
職
業
裁
判
官
に
よ
り
再
審
理
さ
れ
︑
破
棄
さ
れ
る
な
ら
︑
国
民
参
与

裁
判
の
趣
旨
が
没
却
す
る
可
能
性
が
あ
る
︒
実
際
に
︑
国
民
参
与
裁
判
の
八
六
・
六
％
が
控
訴
さ
れ
︑
二
四
・
一
％
が
破
棄
さ
れ
て

い
る
︒
最
近
に
な
り
︑
控
訴
審
で
第
一
審
判
決
を
尊
重
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
は
い
る
が
︑
必
ず
そ
の
改
善
策
が
採
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
日
本
の
場
合
も
︑
実
際
に
控
訴
さ
れ
る
事
件
は
殆
ど
な
い
が
︵

︶
︑
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
し
一
般
控
訴
裁
判
所
に
控

60

訴
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
同
じ
議
論
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
日
本
の
控
訴
審
は
事
後
審
的
性
格
を
有
し
︑
破
棄
差
戻
し
が
原
則

で
あ
る
の
で
︵
日
本
刑
事
訴
訟
法
第
四
〇
〇
条
︶
︑
再
び
破
棄
さ
れ
て
も
︑
裁
判
員
裁
判
を
経
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
︑
韓
国
の
控

訴
審
は
続
審
的
性
格
を
有
し
て
い
て
︵

︶
︑
原
則
と
し
て
破
棄
自
判
す
る
の
で
︵
刑
事
訴
訟
法
第
三
六
四
条
第
六
項
︶
︑
問
題
が
よ
り
一
層

61

大
き
い
と
言
え
る
︒

現
時
点
で
は
︑
控
訴
を
自
制
し
︑
控
訴
審
は
一
審
判
決
を
尊
重
し
て
︑
事
実
上
の
事
後
審
で
運
用
す
る
認
識
の
転
換
を
期
待
す
る

ほ
か
な
い
︒
制
度
的
に
は
控
訴
審
の
性
格
を
事
後
審
や
法
律
審
と
し
て
の
性
格
を
強
化
す
る
方
案
︵

︶
︑
無
罪
が
宣
告
さ
れ
た
事
件
は
控

62

訴
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
方
案
︵

︶
︑
無
罪
判
決
の
う
ち
陪
審
員
の
無
罪
評
決
に
基
づ
い
た
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控

63

訴
に
限
っ
て
控
訴
を
禁
止
す
る
方
案
︵

︶
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
︑
最
終
的
な
国
民
参
与
裁
判
の
形
態
を
考
え
て
︑
最
終
的
な
改
善

64
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方
法
を
用
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

Ⅵ

今
後
の
展
望

国
民
参
与
裁
判
の
施
行
後
三
年
間
を
評
価
す
る
と
す
れ
ば
︑
当
初
は
裁
判
件
数
が
年
間
一
〇
〇
件
に
も
達
し
な
い
な
ど
︑
枯
死
す

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
憂
慮
も
あ
っ
た
が
︑
法
曹
三
者
の
努
力
と
国
民
の
関
心
に
よ
り
︑
現
在
は
あ
る
程
度
安
定
し
た
状
態
を
維

持
し
て
い
る
︒
陪
審
員
の
理
解
度
︵
全
て
又
は
大
部
分
理
解
八
七
・
九
％
︶
︑
審
理
集
中
度
︵
大
部
分
集
中
八
七
・
七
％
︶
は
勿
論
︑
満

足
度
︵
九
六
・
四
％
︶
も
高
く
︑
評
決
と
判
決
の
一
致
率
が
九
一
％
︑
量
刑
意
見
と
宣
告
刑
の
近
似
率
が
九
三
・
八
％
に
当
た
る
な

ど
︑
国
民
の
健
全
な
常
識
と
合
理
的
な
判
断
を
通
じ
た
刑
事
裁
判
の
定
着
基
盤
が
で
き
た
と
評
価
し
得
る
︒
一
方
︑
国
民
参
与
裁
判

が
司
法
に
対
す
る
信
頼
回
復
に
寄
与
し
た
か
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
︑
裁
判
官
の
う
ち
八
九
・
一
％
︑
弁
護
士
の
う
ち

五
八
・
九
％
は
肯
定
的
な
回
答
を
し
た
が
︑
検
察
官
の
う
ち
五
四
・
四
％
は
否
定
的
な
回
答
を
し
︑
法
曹
三
者
の
間
に
も
見
解
の
差

が
あ
る
こ
と
は
あ
る
が
︵

︶
︑
全
般
的
に
国
民
参
与
裁
判
が
裁
判
の
公
正
性
と
透
明
性
︑
被
告
人
の
人
権
保
障
︑
弁
護
士
と
裁
判
官
・
検

65

察
官
と
の
癒
着
防
止
に
寄
与
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒

66

こ
の
よ
う
な
肯
定
的
な
評
価
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
国
民
参
与
裁
判
制
度
の
過
渡
期
的
・
実
験
的
性
格
に
よ
り
︑
先
に
見
た
よ
う
な

多
く
の
問
題
点
を
内
包
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
︒
二
〇
一
二
年
ま
で
は
現
制
度
の
基
本
枠
組
の
な
か
で
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
︑
改
善
可
能
な
問
題
点
は
適
宜
改
善
し
︑
選
択
制
の
問
題
や
評
決
の
勧
告
的
効
力
の
よ
う
な
根
本
的
問
題
は
そ
の
改
善
方

案
を
慎
重
に
用
意
し
︑
二
〇
一
三
年
以
後
の
最
終
的
な
決
定
に
活
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

二
〇
一
三
年
以
後
に
国
民
参
与
裁
判
制
度
を
廃
止
す
る
か
︑
で
な
け
れ
ば
継
続
維
持
す
る
か
を
ま
ず
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

今
ま
で
の
肯
定
的
評
価
に
照
ら
す
と
︑
廃
止
よ
り
は
現
行
制
度
の
問
題
点
を
改
善
し
︑
韓
国
の
実
情
に
合
う
完
成
し
た
形
の
国
民
参
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与
裁
判
制
度
を
創
設
し
て
︑
継
続
し
て
実
施
す
る
方
向
に
決
ま
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
場
合
︑
ま
ず
最
初
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
︑
基
本
形
態
を
陪
審
型
と
す
る
の
か
︑
参
審
型
と
す
る
の
か
︑
現
在
の
折
衷
型
を
維
持
す
る
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
多

く
の
費
用
と
国
民
の
負
担
を
前
提
に
成
り
立
つ
制
度
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
本
来
の
趣
旨
を
生
か
す
た
め
に
は
陪
審
型
を
基
本
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
場
合
︑
事
実
審
理
と
量
刑
審
理
を
分
離
し
︵

︶
︑
陪
審
員
は
事
実
認
定
︑
即
ち
有
罪
・
無
罪
の
評
決
に
だ
け
参
加
し
︑

67

量
刑
は
職
業
裁
判
官
が
担
当
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
今
後
︑
量
刑
基
準
法
が
制
定
さ
れ
︑
量
刑
基
準
が
整
備
さ
れ
る
な
ら
ば
︑

国
民
参
与
裁
判
で
も
一
般
裁
判
で
も
︑
統
一
さ
れ
た
量
刑
基
準
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
場
合
︑
職
業
裁
判
官
が
統
一

的
に
担
当
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
次
に
︑
現
行
の
選
択
制
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
の
是
非
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
選
択

制
を
廃
止
し
︑
対
象
事
件
を
必
要
的
に
実
施
す
る
方
式
に
転
換
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
多
い
︵

︶
︒
し
か
し
︑
必
要
的
に
実
施
す
る
場

68

合
︑
簡
単
な
自
白
事
件
︵

︶
や
被
告
人
や
被
害
者
等
の
事
情
に
よ
っ
て
国
民
参
与
裁
判
で
行
う
の
が
難
し
い
事
件
ま
で
も
実
施
し
な
け
れ

69

ば
な
ら
な
い
短
所
が
あ
る
︒
従
っ
て
︑
対
象
事
件
の
う
ち
被
害
者
が
死
亡
し
た
事
件
な
ど
一
定
の
重
大
事
件
は
必
要
的
に
実
施
す
る

も
の
の
︑
必
要
的
実
施
対
象
事
件
に
関
し
て
も
被
告
人
や
被
害
者
︵

︶
に
除
外
申
請
権
を
与
え
︑
裁
判
官
が
許
否
を
決
定
す
る
よ
う
に
し
︑

70

残
り
の
対
象
事
件
は
現
行
通
り
選
択
制
と
す
る
方
案
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
︑
対
象
事
件
は
今
よ
り
多
角
化
し
︑
拡
大

す
る
必
要
が
あ
る
︒

最
後
に
︑
陪
審
員
の
評
決
に
対
し
て
拘
束
力
を
附
与
す
る
の
か
︑
現
行
通
り
勧
告
的
効
力
だ
け
を
与
え
る
の
か
を
決
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒
最
終
的
な
形
態
で
は
︑
拘
束
力
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
大
勢
を
占
め
る
︵

︶
︒
現
行
の
よ
う
に
勧
告
的
効
力
だ
け

71

を
附
与
す
る
の
は
︑
職
業
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
し
︑
違
憲
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
裁
判
所
の
主
張
に
配
慮
し

た
た
め
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
三
年
間
の
施
行
経
験
に
照
ら
し
︑
裁
判
官
の
間
に
も
陪
審
員
の
評
決
に
拘
束
力
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い

う
意
見
が
少
な
く
な
い
︵

︶
︒
陪
審
員
の
評
決
に
拘
束
力
を
附
与
す
る
こ
と
は
︑
完
成
さ
れ
た
形
態
の
国
民
参
与
裁
判
の
前
提
と
い
っ
て

72

も
過
言
で
は
な
い
︒
そ
の
と
き
再
び
違
憲
論
議
が
起
き
た
な
ら
︑
憲
法
改
正
も
併
せ
て
考
慮
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
︒
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︵

︶

日
本
国
憲
法
第
三
二
条
で
は
﹁
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
﹂
と
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
大
韓
民
国
憲
法
第
二
七
条

1第
一
項
は
﹁
憲
法
と
法
律
が
定
め
た
裁
判
官
に
よ
り
︑
法
律
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
﹂
と
規
定
し
て
い
る
︒

︵

︶

李
完
揆
﹁
現
行
国
民
参
与
裁
判
制
度
の
問
題
点
と
改
善
方
向
﹂
韓
国
刑
事
法
学
の
新
展
開
︵
志
松
李
在
祥
教
授
定
年
記
念
論
文
集
︶︑

2
博
英
社
︑
二
〇
〇
八
︒

︵

︶

参
加
市
民
の
数
が
少
な
け
れ
ば
参
審
制
︑
多
け
れ
ば
陪
審
制
を
指
向
す
る
傾
向
が
あ
る
が
︑
裁
判
所
で
は
当
初
五
名
か
ら
七
名
を
提

3示
し
︑
陪
審
制
を
主
張
す
る
委
員
ら
は
九
名
か
ら
一
二
名
を
主
張
し
た
︒

︵

︶

裁
判
所
は
﹁
司
法
参
与
員
﹂︑
検
察
は
﹁
市
民
裁
判
官
﹂
を
提
示
し
︑
そ
の
他
に
﹁
市
民
判
事
﹂︑﹁
市
民
裁
判
官
﹂︑﹁
陪
審
員
﹂
な

4ど
の
名
称
が
挙
げ
ら
れ
た
が
︑﹁
裁
判
官
﹂
や
﹁
判
事
﹂
と
い
う
用
語
の
使
用
に
対
す
る
裁
判
所
の
反
発
が
余
り
に
強
く
︑
結
局
︑
陪
審

員
に
決
定
し
た
︵
金
善
洙
︑
司
法
改
革
リ
ポ
ー
ト
︑
博
英
社
︑
二
〇
〇
八
︑
一
五
四
頁
︶︒

︵

︶

裁
判
所
行
政
処
︑
国
民
参
与
裁
判
の
理
解
︑
二
〇
〇
八
︑
一
四
頁
︒

5
︵

︶

勧
告
的
効
力
案
は
大
法
院
が
提
案
し
た
案
が
︑
そ
の
ま
ま
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︵
司
法
改
革
委
員
会
︑
司
法
改
革
委
員
会
資
料

6集
︵
Ⅳ
︶︑
二
〇
〇
五
︑
二
四
〇
│
二
四
二
頁
︑
二
四
六
│
二
五
四
頁
︶︒

︵

︶

﹁
裁
判
員
が
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
﹂︵
二
〇
〇
四
年
五
月
二
八
日
法
律
第
六
三
号
︶︵
以
下
︑
裁
判
員
法
と
略
称
す

7る
︶
に
よ
っ
て
二
〇
〇
九
年
五
月
二
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶

憲
法
裁
判
所
は
︑﹁
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
職
業
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
を
主
な
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
︑

8国
民
参
与
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
憲
法
第
二
七
条
第
一
項
で
規
定
し
た
﹁
裁
判
を
受
け
る
権
利
﹂
の
保
障
範
囲
に
属
す
る
と
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
﹂
と
し
な
が
ら
も
︑﹁
既
存
の
刑
事
裁
判
と
異
な
る
国
民
参
与
裁
判
の
た
め
の
物
的
・
人
的
条
件
が
当
初
か
ら
備
わ
る
の
は
難

し
い
と
い
う
点
を
勘
案
し
︑
対
象
事
件
の
範
囲
を
制
限
し
た
こ
と
に
は
目
的
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
﹂
と
合
憲
決
定
を
行
っ
た
︵
憲
法

裁
判
所
二
〇
〇
九
・
一
一
・
二
六
・
宣
告
二
〇
〇
八

一
二
決
定
︶︒

︵

︶

二
〇
〇
九
年
六
月
一
日
国
民
参
与
裁
判
の
活
性
化
の
た
め
︑
国
民
の
刑
事
裁
判
参
加
に
関
す
る
規
則
︵
大
法
院
規
則
第
二
二
三
七
号
︒

9
以
下
︑
規
則
と
略
称
す
る
︶
を
改
正
︵
二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
施
行
︶
す
る
こ
と
で
︑
特
定
犯
罪
加
重
処
罰
等
に
関
す
る
法
律
上
の
常
習

強
盗
罪
以
下
の
犯
罪
が
追
加
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
対
象
犯
罪
は
四
八
か
ら
五
九
に
拡
大
さ
れ
た
︒

︵

︶

故
意
で
人
を
殺
害
し
た
事
件
は
︑
選
択
制
で
な
く
︑
義
務
制
と
す
る
議
員
法
案
が
提
出
さ
れ
︑
審
議
中
で
あ
る
︵
二
〇
一
〇
年
七
月

10
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七
日
議
案
番
号
八
八
一
三
︶
︒

︵

︶

大
法
院
二
〇
〇
九
・
一
〇
・
二
三
・
宣
告
二
〇
〇
九

一
〇
三
二
決
定
︻
国
民
参
与
裁
判
回
附
決
定
に
対
す
る
再
抗
告
︼︒

11
︵

︶

被
告
人
が
国
民
参
与
裁
判
を
希
望
す
る
意
思
を
表
明
し
た
場
合
︑
地
方
裁
判
所
支
部
合
議
部
が
排
除
決
定
を
し
な
い
時
に
は
国
民
参

12与
裁
判
手
続
回
附
決
定
を
し
て
︑
事
件
を
地
方
裁
判
所
本
院
合
議
部
に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
第
一
〇
条
第
一
項
︶︒

︵

︶

二
〇
一
〇
年
四
月
ま
で
は
排
除
率
が
二
九
・
一
％
だ
っ
た
が
︑
上
記
例
規
改
正
後
で
あ
る
二
〇
一
〇
年
五
月
か
ら
九
月
ま
で
の
排
除

13率
は
九
・
六
％
に
大
き
く
下
が
っ
た
︵
大
法
院
﹁
二
〇
一
〇
年
国
民
参
与
裁
判
一
〇
〇
回
事
件
実
施
﹂
発
表
資
料
︑
二
〇
一
〇
・
一
〇
・

一
四
︶︒

︵

︶

金
容
賛
﹁
国
民
参
与
裁
判
回
附
時
ま
で
の
手
続
に
関
す
る
考
察
﹂
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
第
一
一
六
号
︑
二
〇
一
〇
︑
韓
国
法
学
院
︑
八
九

14頁
︒

︵

︶

統
計
は
︑
特
別
に
期
間
を
明
示
し
た
場
合
を
除
き
︑
二
〇
〇
八
年
一
月
一
日
か
ら
二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
も
の
で
あ
る

15︵
裁
判
所
行
政
処
︑
二
〇
〇
八
│
二
〇
一
〇
年
国
民
参
与
裁
判
成
果
分
析
︑
二
〇
一
一
年
三
月
に
よ
る
︶︒

︵

︶

被
告
人
が
撤
回
意
思
を
表
明
し
た
場
合
で
も
︑
必
ず
排
除
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
刑
事
手
続
の
安
定
の
た
め
︑
排
除
決
定
す

16る
こ
と
が
望
ま
し
い
︵
金
容
賛
︑
前
掲
注
(

)論
文
︑
九
一
頁
︶︒

14

︵

︶

裁
判
所
行
政
処
で
二
〇
〇
九
年
五
月
に
被
告
人
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
︑
国
民
参
与
裁
判
を
申
請
し

17な
い
被
告
人
の
う
ち
︑
制
度
を
知
ら
な
い
と
回
答
し
た
比
率
が
四
〇
・
三
％
︑
あ
る
程
度
知
っ
て
い
る
が
詳
し
く
は
知
ら
な
い
と
回
答
し

た
比
率
が
四
四
・
五
％
に
達
し
た
︒
一
方
︑
知
ら
な
い
と
回
答
し
た
被
告
人
の
う
ち
︑
知
っ
て
い
た
な
ら
申
請
し
た
と
回
答
し
た
比
率
は

一
六
・
七
％
で
あ
っ
た
︵
李
仁
碩
﹁
国
民
参
与
裁
判
の
動
向
と
量
刑
﹂
国
民
の
司
法
参
加
研
究
会
学
術
討
論
会
資
料
集
一
〇
︑
二
〇
一
〇
︑

二
四
│
二
七
頁
︶
︒

︵

︶

実
際
に
私
選
弁
護
人
選
任
は
三
二
一
件
中
五
六
件
で
︑
そ
の
比
率
は
一
七
・
四
％
に
過
ぎ
な
い
︒

18
︵

︶

一
例
と
し
て
︑
韓
国
大
法
院
の

h
ttp
:/
/
h
e
lp
.sco
u
rt.g
o
.k
r/
n
m
/
m
in
_
9
/
m
in
_
9
_
8
/
in
d
e
x
.h
tm
l
と
日
本
最
高
裁
判
所
の

h
ttp
:/
/

19
w
w
w
.sa
ib
a
n
in
.co
u
rts.g
o
.jp
/
を
比
較
す
る
と
分
か
る
︒

︵

︶

李
東
熹
﹁
国
民
参
与
裁
判
の
施
行
評
価
と
改
善
法
案
﹂
法
学
研
究
第
三
〇
号
︑
全
北
大
学
校
法
学
研
究
所
︑
二
〇
一
〇
︑
二
四
四
頁
︒

20
︵

︶

大
法
院
行
政
処
︑
改
正
刑
事
訴
訟
法
成
果
分
析
︑
二
〇
一
〇
︑
一
八
〇
頁
︒

21
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︵

︶

大
法
院
国
民
参
与
裁
判
専
門
担
当
裁
判
長
懇
談
会
資
料
︵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
新
聞

w
w
w
.la
w
tim
e
s.co
.k
r︑
二
〇
一
〇
・

22
三
・
一
八
︶
︒

︵

︶

尹
映
喆
﹁
韓
国
に
お
け
る
国
民
の
刑
事
裁
判
参
与
制
度
と
そ
の
改
善
提
案
﹂
南
山
法
学
第
三
二
巻
二
号
︑
二
〇
〇
八
︑
八
八
頁
︒
国

23民
参
与
裁
判
の
必
要
的
実
施
を
前
提
と
し
た
廃
止
の
主
張
と
し
て
は
︑
李
東
熹
︑
前
掲
注
(

)論
文
︑
二
四
三
頁
︒

20

︵

︶

李
銀
模
﹁
現
行
国
民
参
与
裁
判
制
度
の
内
容
と
問
題
点
﹂
法
学
論
叢
第
二
六
集
第
一
号
︑
漢
陽
大
学
校
法
学
研
究
所
︑
二
〇
〇
九
︑

24
二
三
頁
︒

︵

︶

﹁
国
民
参
与
裁
判
中
間
評
価
﹂
刑
事
政
策
研
究
第
二
一
巻
第
三
号
︑
韓
国
刑
事
政
策
研
究
院
︑
二
〇
一
〇
︑
三
三
八
頁
︒

25
︵

︶

崔
在
爀
﹁
国
民
参
与
裁
判
の
実
務
上
の
運
営
方
案
及
び
主
要
争
点
﹂
刑
事
裁
判
の
争
点
と
課
題
︑
司
法
発
展
財
団
︑
二
〇
〇
八
︑
四

26七
七
頁
︒

︵

︶

有
罪
・
無
罪
に
対
す
る
意
見
が
分
か
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
り
︑
社
会
的
耳
目
を
集
め
る
重
要
事
件
︑
有
罪
が
認
め
ら
れ
る
場
合

27に
重
罰
の
宣
告
が
予
想
さ
れ
る
事
件
な
ど
で
は
追
加
陪
審
員
の
選
定
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
裁
判
所
行
政
処
︑
国
民
参
与
裁
判
の

理
解
︑
八
三
頁
︶
︒

︵

︶

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
︑
平
成
二
一
年
に
お
け
る
裁
判
員
裁
判
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
資
料
︵
以
下
︑
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
資

28料
と
略
称
す
る
︶
︒

︵

︶

表
３
中
の
合
計
三
二
一
件
は
︑
被
告
人
毎
に
一
件
と
し
て
計
算
し
た
も
の
で
︑
事
件
毎
に
一
件
と
し
て
計
算
し
た
場
合
︑
被
告
人
が

29二
人
で
あ
る
事
件
が
五
件
︑
三
人
で
あ
る
事
件
が
七
件
で
あ
る
︒

︵

︶

裁
判
所
行
政
処
︑
二
〇
〇
八
│
二
〇
一
〇
年
国
民
参
与
裁
判
成
果
分
析
︑
一
四
頁
︒

30
︵

︶

崔
在
爀
︑
前
掲
注
(

)
論
文
︑
四
七
五
頁
︒

31

26

︵

︶

日
本
で
は
︑
学
生
は
辞
退
事
由
に
該
当
し
︑
二
〇
〇
九
年
裁
判
員
・
補
充
裁
判
員
一
︑
〇
七
九
人
中
裁
判
員
五
人
︑
補
充
裁
判
員
一

32
人
に
過
ぎ
な
い
︵
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
資
料
二
六
頁
︶︒

︵

︶

通
常
︑
陪
審
員
説
明
書
を
作
成
し
て
配
布
す
る
が
︑
事
件
概
要
︑
証
拠
法
則
︑
争
点
︑
証
拠
関
係
説
明
︑
陪
審
員
義
務
︑
用
語
説
明

33な
ど
が
含
ま
れ
る
︒

︵

︶

裁
判
員
は
︑
裁
判
長
に
告
げ
て
︑
直
接
︑
証
人
尋
問
︵
裁
判
員
法
第
五
六
条
︶
と
被
告
人
質
問
︵
裁
判
員
法
第
五
九
条
︶
を
す
る
こ

34
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と
が
で
き
︑
被
害
者
等
の
陳
述
趣
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
裁
判
員
法
第
五
八
条
︶︒

︵

︶

李
東
熹
︑
前
掲
注
(

)
論
文
︑
二
二
九
頁
︒

35

20

︵

︶

こ
の
う
ち
一
人
又
は
二
人
の
国
選
専
門
担
当
弁
護
士
が
選
ば
れ
た
事
件
は
一
一
三
件
︑
国
選
専
門
担
当
弁
護
士
一
人
と
一
般
国
選
弁

36護
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
選
ば
れ
た
事
件
が
五
六
件
︑
一
人
又
は
二
人
の
一
般
国
選
弁
護
人
が
選
ば
れ
た
事
件
は
九
六
件
で
あ
る
︒

︵

︶

﹁
一
日
中
の
マ
ラ
ソ
ン
裁
判
﹂
と
い
う
︒

37
︵

︶

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
資
料
五
三
頁
︒

38
︵

︶

李
東
熹
︑
前
掲
注
(

)
論
文
︑
二
四
五
頁
︒

39

20

︵

︶

今
井
輝
幸
︑
韓
国
の
国
民
参
与
裁
判
制
度
︑
イ
ウ
ス
出
版
︑
二
〇
一
〇
年
︑
四
六
│
四
七
頁
︒

40
︵

︶

朴
秀
禧
﹁
国
民
参
与
裁
判
導
入
に
伴
う
刑
事
公
判
手
続
の
変
化
﹂
法
曹
第
六
四
九
号
︑
二
〇
一
〇
︑
九
四
│
一
〇
五
頁
︒

41
︵

︶

国
民
参
与
裁
判
の
改
善
点
中
判
事
の
意
見
︵
裁
判
所
行
政
処
︑
改
正
刑
事
訴
訟
法
成
果
分
析
︑
一
八
六
頁
︶︒

42
︵

︶

黄
丙
敦
﹁
国
民
参
与
裁
判
施
行
過
程
上
で
提
起
さ
れ
た
問
題
点
及
び
改
善
方
案
﹂
漢
陽
法
学
第
二
一
巻
第
二
集
︑
二
〇
一
〇
︑
五
四

43頁
︒

︵

︶

朴
秀
禧
︑
前
掲
注
(

)
論
文
︑
九
八
頁
︑
許
丁
穂
﹁
国
民
参
与
裁
判
の
問
題
点
と
改
善
法
﹂
刑
事
司
法
争
点
研
究
︵
Ⅱ
︶︑
博
英
社
︑

44

41

二
〇
一
〇
︑
五
三
七
頁
︒

︵

︶

朴
秀
禧
︑
前
掲
注
(

)
論
文
︑
九
八
頁
︒
裁
判
所
で
は
︑
刑
事
訴
訟
法
第
三
一
八
条
の
二
第
二
項
で
﹁
映
像
録
画
物
は
公
判
準
備
又

45

41

は
公
判
期
日
に
被
告
人
又
は
被
告
人
で
な
い
者
が
陳
述
す
る
に
あ
た
り
︑
記
憶
が
明
白
で
な
い
事
項
に
関
し
て
記
憶
を
喚
起
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
﹂
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
︑
弾
劾
証

拠
で
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
釈
し
て
い
る
︵
裁
判
所
行
政
処
︑
新
し
い
刑
事
裁
判
の
理
解
︑
二
〇
〇
八
︑
一
二
〇
頁
︶︒

︵

︶

国
民
参
与
裁
判
の
改
善
点
中
判
事
の
意
見
︵
裁
判
所
行
政
処
︑
改
正
刑
事
訴
訟
法
成
果
分
析
︑
一
九
一
頁
︶︒

46
︵

︶

鄭
裕
澈
︑
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
検
察
庁
国
民
参
与
裁
判
研
究
会
セ
ミ
ナ
ー
資
料
集
︑
二
〇
一
〇
・
一
一
︑
三
〇
頁
︵
討
論
部
分
︶︒

47
︵

︶

国
民
参
与
裁
判
を
直
接
傍
聴
し
た
今
井
裁
判
官
は
︑
①
検
察
官
と
弁
護
人
が
無
線
マ
イ
ク
を
使
っ
て
法
廷
中
央
で
陪
審
員
と
目
を
合

48わ
せ
て
尋
問
し
︑
②
難
し
い
用
語
を
使
わ
ず
︑
明
瞭
な
発
音
で
発
言
し
︑
③
核
心
部
分
を
中
心
に
証
人
尋
問
や
被
告
人
質
問
し
な
が
ら
予

定
時
間
を
遵
守
し
た
点
で
︑
日
本
で
も
習
う
べ
き
点
が
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
︵
今
井
輝
幸
︑
前
掲
注
(

)書
︑
四
七
│
四
八
頁
︶︒

40
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︵

︶
︻
表
５
︼
日
本
の
裁
判
員
裁
判
と
の
比
較

49
︵

︶

予
備
陪
審
員
も
︑
終
局
裁
判
が
告
知
さ
れ
る
ま
で
は
︑
継
続
し
て
そ
の
任
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
︑
そ
の
前
ま
で
裁

50判
所
内
の
指
定
場
所
に
出
席
し
︑
待
機
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
︵
規
則
第
三
八
条
第
一
項
︶︒

︵

︶

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
︑
裁
判
員
裁
判
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
︵
制
度
施
行
│
平
成
二
三
年
一
月
末
・
速
報
︶︒

51
︵

︶

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
︑
裁
判
員
裁
判
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
︵
制
度
施
行
│
平
成
二
三
年
一
月
末
・
速
報
︶︒

52
︵

︶

こ
の
う
ち
七
件
は
︑
競
合
犯
の
う
ち
一
部
は
評
決
と
判
決
が
一
致
し
︑
残
り
は
評
決
と
判
決
が
不
一
致
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
︒

53
︵

︶
︻
表

︼
事
件
の
概
要

54
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︵

︶

裁
判
所
行
政
処
︑
二
〇
〇
八
│
二
〇
一
〇
年
国
民
参
与
裁
判
成
果
分
析
︑
二
四
│
二
五
頁
︒

55
︵

︶

大
田
高
裁
二
〇
〇
八
・
五
・
二
八
・
宣
告
二
〇
〇
八

一
二
三
︑
二
〇
〇
八

一
八
判
決
︵
確
定
︶︒

56
︵

︶

二
〇
〇
九
年
七
月
以
降
︑
国
民
参
与
裁
判
に
追
加
さ
れ
た
事
件
も
含
む
︵
但
し
︑
国
民
参
与
対
象
事
件
と
同
じ
期
間
適
用
︶︒

57
︵

︶

大
法
院
二
〇
一
〇
・
三
・
二
五
・
宣
告
二
〇
〇
九

一
四
〇
六
五
判
決
︒

58
︵

︶

国
民
参
与
裁
判
控
訴
審
判
決
結
果
に
不
服
で
︑
上
告
を
提
起
し
た
が
︑
大
法
院
に
移
送
さ
れ
る
前
に
上
告
受
理
を
取
り
下
げ
︑
上
告

59審
に
受
理
さ
れ
な
い
事
件
は
上
告
事
件
か
ら
除
外
し
た
︒

︵

︶

二
〇
〇
九
年
の
控
訴
審
処
理
事
件
の
う
ち
︑
被
告
人
控
訴
三
件
が
あ
る
だ
け
で
︑
検
察
官
控
訴
は
一
件
も
な
い
︵
最
高
裁
判
所
事
務

60総
局
資
料
七
三
頁
︶︒

︵

︶

大
法
院
一
九
八
三
・
四
・
二
六
・
宣
告
八
二

二
八
二
九
判
決
︒

61
︵

︶

李
東
熹
︑
前
掲
注
(

)
論
文
︑
二
四
七
頁
︒

62

20

︵

︶

車
正
仁
﹁
控
訴
審
の
第
一
審
国
民
参
与
裁
判
判
決
破
棄
﹂
法
学
研
究
第
五
一
巻
第
一
号
︑
二
〇
一
〇
︑
釜
山
大
学
校
法
学
研
究
所
︑

63
二
五
頁
︒

︵

︶

李
昊
重
﹁
公
判
手
続
分
野
の
改
正
方
案
﹂
刑
事
訴
訟
法
改
正
の
争
点
と
検
討
︑
刑
事
政
策
研
究
院
・
韓
国
型
司
法
学
会
︑
二
〇
一
〇
︑

64
一
九
二
頁
︵
韓
国
型
司
法
学
会
内
刑
事
訴
訟
法
改
正
特
別
委
員
会
の
意
見
︶︒

︵

︶

裁
判
所
行
政
処
︑
改
正
刑
事
訴
訟
法
成
果
分
析
︑
一
八
三
│
一
八
五
頁
︒
制
度
施
行
当
初
︑
裁
判
所
は
消
極
的
で
あ
っ
た
が
︑
実
際

65に
施
行
し
て
み
る
と
︑
陪
審
員
等
が
裁
判
官
業
務
の
難
し
さ
に
共
感
す
る
な
ど
裁
判
所
に
対
す
る
信
頼
回
復
の
助
け
に
な
り
︑
最
近
は
積

極
的
姿
勢
に
変
わ
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
︒

︵

︶

朴
味
淑
ほ
か
五
人
︑
刑
事
政
策
と
司
法
改
革
に
関
す
る
調
査
・
研
究
及
び
評
価
︵
Ⅱ
︶
│
国
民
参
与
裁
判
に
対
す
る
参
観
及
び
調
査

66研
究
︑
韓
国
刑
事
政
策
研
究
院
︑
二
〇
〇
八
︑
四
〇
六
│
四
四
一
頁
︒

︵

︶

許
丁
穂
︑
前
掲
注
(

)
論
文
︑
三
三
九
頁
︒

67

44

︵

︶

李
東
熹
︑
前
掲
注
(

)
論
文
︑
二
四
二
頁
︒

68

20

︵

︶

こ
れ
は
国
民
参
与
裁
判
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
︵
許
丁
穂
︑
前
掲
注
(

)論
文
︑
三
三
七
頁
︶︒

69

44

︵

︶

被
害
者
が
国
民
参
与
裁
判
を
希
望
し
な
い
場
合
︑
職
権
で
排
除
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
明
文
規
定
を
お
く
国
民
参
与
裁
判

70
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法
改
正
法
律
案
︵
二
〇
一
〇
年
九
月
七
日
議
案
番
号
九
二
七
六
︿
性
暴
行
被
害
者
﹀︑
二
〇
一
〇
年
九
月
一
六
日
議
案
番
号
九
三
八
八

︿
被
害
者
﹀︶
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
︒

︵

︶

李
東
熹
︑
前
掲
注
(

)
論
文
︑
二
四
六
頁
︑
李
銀
模
︑
前
掲
注
(

)論
文
︑
四
二
一
頁
︒

71

20

24

︵

︶

国
民
参
与
裁
判
の
改
善
点
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
際
︑﹁
陪
審
員
の
評
決
に
拘
束
力
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
﹂︑﹁
国
民
参
与

72
裁
判
制
度
を
お
い
た
以
上
︑
特
別
な
例
外
規
定
が
な
い
な
ら
ば
︑
陪
審
員
団
の
有
罪
・
無
罪
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
上

記
制
度
の
長
期
的
課
題
と
し
て
考
え
て
み
る
問
題
で
あ
る
﹂
と
い
う
裁
判
官
の
意
見
が
あ
っ
た
︵
裁
判
所
行
政
処
︑
改
正
刑
事
訴
訟
法
成

果
分
析
︑
一
八
六
頁
︑
一
八
九
頁
︶︒
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